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果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方

三
二

（
六
ご
一
）

果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
ろ
相
績
の
實
態
と
考
え
方
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
1
長
野
縣
小
布
施
町
に
お
け
る
調
査
の
報
告
と
そ
の
教
え
る
も
の
i

宮

崎

俊

行

　
　
　
　
　
　
ま
え
が
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
各
農
家
別
報
告
…
…
以
上
本
號

　
　
　
　
　
　
一
　
こ
の
調
査
の
目
標
と
調
査
地
厩
の
選
定
　
　
　
　
　
　
五
　
相
績
の
形
態
に
封
す
る
調
査
（
第
一
調
査
）
の
総
括
…
…
以
下
亥
號

　
　
　
　
　
二
　
調
査
地
匿
の
概
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
相
績
制
度
に
關
す
る
意
見
の
調
査
（
第
二
調
査
）
の
総
括

　
　
　
　
　
三
　
調
査
の
實
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
こ
の
調
査
の
教
え
る
も
の

　
　
　
　
　
四
　
相
績
の
形
態
に
封
す
る
調
査
（
第
一
調
査
）
　
　
　
　
　
あ
と
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
え
　
が
　
き

　
私
は
さ
き
に
『
農
家
相
績
制
度
の
進
路
』
（
法
學
碑
究
二
八
巻
五
號
）
と
題
し
た
論
文
に
お
い
て
、
農
業
経
螢
を
維
持
襲
展
さ
せ
な
が
ら
、
各
共
同

相
績
人
に
李
等
の
利
釜
を
得
さ
せ
る
た
め
に
、
老
え
る
べ
き
、
第
一
の
方
法
は
、
生
前
贈
與
、
生
前
分
與
の
徹
底
で
あ
る
旨
を
論
じ
て
來
た
（
前

揚
拙
稿
中
、
特
に
七
一
ー
二
頁
、
七
四
ー
六
頁
）
。

　
こ
の
結
論
は
現
在
で
も
勿
論
正
當
と
信
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
掲
論
文
の
執
筆
に
際
し
て
、
私
は
農
家
相
績
の
實
態
及
び
農
民
の
考
え
方

に
封
す
る
、
私
自
身
の
調
査
の
経
験
を
持
た
ず
、
た
だ
先
進
諸
學
者
の
調
査
結
果
の
報
告
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
つ
て
い
る
だ
け
で
あ
つ
た
。
そ
の



た
め
に
、
極
め
て
嚴
格
に
事
を
論
ず
る
と
す
る
と
、
前
記
の
私
の
結
論
は
、
實
は
結
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
假
諭
と
い
う
べ

き
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
、
私
は
自
分
自
身
の
實
態
調
査
に
よ
つ
て
、
私
の
立
て
た
假
読
の
正
當
な
る
こ
と
を
實
詮
す
る
責
任
を
感
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。
叉
そ
も
そ
も
、
他
の
學
者
の
や
つ
た
實
態
調
査
の
報
告
を
眞
に
理
解
し
、
活
用
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
護
む
者
の
方
で
も
、
實
態

調
査
の
一
感
の
経
験
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
（
そ
し
て
、
こ
の
鮎
は
、
本
論
で
報
告
す
る
調
査
の
一
つ
の

牧
穫
と
し
て
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
、
し
み
じ
み
と
感
じ
た
）
。

　
右
の
よ
う
な
次
第
で
、
私
は
、
今
泉
孝
太
郎
教
授
の
懇
切
な
る
御
指
導
の
下
に
農
家
相
績
の
實
態
な
ら
び
に
農
民
の
考
え
方
の
調
査
を
行
つ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
大
髄
、
前
掲
論
文
で
主
張
し
た
假
論
が
ま
と
は
ず
れ
で
は
な
か
つ
た
こ
と
が
實
護
さ
れ
た
ほ
か
、
農
家
の
家
庭
生
活

　
般
に
關
す
る
諸
間
題
や
、
實
態
調
査
方
法
論
上
の
黙
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
牧
穫
を
得
た
の
で
、
本
論
を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
こ
の
調
査
の
目
標
と
調
査
地
鼠
の
選
定

　
私
が
こ
の
調
査
に
よ
つ
て
實
謹
し
よ
う
と
し
た
假
読
は
、
「
商
品
性
の
高
い
作
物
を
栽
培
し
、
現
金
牧
入
の
程
度
の
高
い
農
村
に
お
い
て
は
、

被
相
績
人
死
亡
の
際
に
、
遺
産
の
分
割
（
現
物
乃
至
債
格
で
の
）
は
な
い
に
し
て
も
、
生
前
贈
與
、
生
前
分
與
の
方
法
に
よ
つ
て
、
各
共
同
相
績
人

は
、
ほ
ぼ
李
等
な
利
釜
を
う
け
て
お
り
、
從
つ
て
、
結
果
に
お
い
て
は
、
共
同
相
績
し
て
遣
産
の
分
割
を
受
け
た
の
と
、
大
差
の
な
い
朕
態
に
な

つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
事
で
あ
つ
た
。

　
何
故
に
、
右
の
假
読
の
正
當
性
を
實
謹
す
る
必
要
が
あ
つ
た
か
と
い
う
と
、
私
は
前
掲
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
農
家
の
相
績
に
つ
い

て
、
各
共
同
相
績
人
間
の
李
等
と
農
業
経
螢
の
維
持
襲
展
と
の
二
つ
の
要
求
を
滞
た
す
方
法
と
し
て
は
、
生
前
贈
與
、
生
前
分
與
を
第
一
に
考
え

る
べ
き
こ
と
、
並
び
に
あ
ら
ゆ
る
制
度
は
そ
れ
を
實
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
で
き
る
だ
け
そ
れ
が
便
宜
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る

　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
六
二
一
一
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
六
一
四
）

こ
と
、
を
主
張
す
る
。
從
つ
て
、
私
自
身
の
立
場
と
し
て
私
が
、
生
前
分
與
方
式
を
、
更
に
張
く
自
信
を
以
て
主
張
す
る
に
つ
い
て
は
、
こ
の
方

式
が
、
實
行
可
能
で
あ
り
か
つ
相
當
に
便
宜
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
實
謹
的
な
研
究
に
よ
つ
て
裏
づ
け
を
す
る
こ
と
が
ぜ
ひ
必
要
と

な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
生
前
分
與
が
、
最
も
實
行
さ
れ
や
す
そ
う
な
地
盤
を
も
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
農
村
に
お
い
て
、
は
た
し
て
、

實
際
に
、
ど
の
程
度
生
前
分
與
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
よ
う
と
計
書
し
た
。
生
前
分
與
が
最
も
實
行
さ
れ
や
す
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

地
盤
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
何
と
い
つ
て
も
、
そ
の
最
大
な
る
も
の
、
農
業
に
よ
る
牧
釜
が
大
で
あ
る
こ
と
で
あ
り

（
鰹
濟
上
の
地
盤
）
、
そ
の
ほ
か
文
化
教
育
程
度
が
高
く
、
個
人
李
等
の
思
想
が
、
す
く
な
く
と
も
農
村
と
し
て
は
高
い
こ
と
（
精
紳
上
の
地
盤
）
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
地
盤
を
も
つ
地
域
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
調
査
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、

た
だ
軍
に
、
あ
る
地
匝
が
、
客
観
的
に
見
て
調
査
に
適
す
る
（
客
観
的
適
性
）
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
地
匠
全
髄
に
關

す
る
で
き
る
だ
け
正
確
な
知
識
ー
も
つ
と
は
つ
き
り
言
え
ぱ
、
都
會
的
な
セ
ソ
ス
を
持
つ
と
同
時
に
、
そ
の
地
匿
の
事
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
知

つ
て
い
る
人
か
ら
の
知
識
ー
を
調
査
す
る
者
が
も
ち
得
る
と
と
も
に
、
そ
の
調
査
の
意
圖
を
あ
り
の
ま
ま
に
、
そ
の
地
匪
の
住
民
に
傳
え
、
心

か
ら
の
協
力
を
求
め
る
た
め
の
ル
1
ト
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
（
い
わ
ば
主
観
的
適
性
）
が
必
要
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
た
。
具
饅
的
に
、
こ
の
よ
う

な
知
識
を
さ
ず
け
て
く
れ
た
リ
ル
ー
ト
を
つ
け
て
く
れ
た
り
す
る
者
と
し
て
は
、
一
般
的
に
、
そ
の
地
方
或
い
は
他
の
農
村
若
し
く
は
都
會
に
生

ま
れ
、
大
都
會
で
修
學
し
、
現
在
、
す
で
に
数
年
に
わ
た
り
、
そ
の
地
方
で
、
仕
事
に
從
事
し
て
い
る
、
教
師
、
馨
師
、
吏
員
等
が
考
え
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
調
査
に
お
い
て
は
、
調
査
地
匿
の
診
療
所
に
既
に
激
年
に
わ
た
つ
て
勤
務
し
て
い
る
、
友
人
の
署
師
が
、
こ
の
役
目
を
ひ

き
う
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ぶ
　
せ

　
か
く
し
て
、
調
査
地
匠
は
、
信
州
リ
ン
ゴ
の
産
地
と
し
て
饗
展
し
て
い
る
、
長
野
縣
上
高
井
郡
小
布
施
町
（
昭
和
二
九
年
一
一
月
合
併
前
の
小
布
施

　
　
つ
　
す
み

町
及
び
都
住
村
）
と
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。



二
　
調
査
地
匿
の
概
況

　
調
査
地
匠
の
概
況
と
し
て
、
こ
こ
に
記
し
た
事
實
を
知
る
た
め
に
、
利
用
さ
れ
た
資
料
は
、
ω
小
布
施
町
勢
要
覧
（
昭
和
三
〇
年
版
、
小
布
施
町

役
場
編
）
、
㈲
筆
者
の
依
頼
に
封
す
る
小
布
施
町
役
場
農
務
課
長
よ
り
の
報
告
（
昭
和
三
年
一
戸
）
、
⑥
町
長
の
談
話
、
◎
某
町
會
議
員
（
農
業
、
元

青
年
學
校
教
員
で
、
筆
者
の
今
同
の
調
査
に
つ
い
て
、
極
め
て
熱
心
な
協
力
を
し
て
く
れ
た
方
）
の
談
話
、
㈱
診
療
所
署
師
で
あ
る
前
記
友
人
の
談
話
、
等

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
各
資
料
の
間
で
は
、
大
き
な
相
違
は
み
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
統
計
の
細
部
の
数
字
そ
の
他
末
節
な
部
分
で
若
干
の
相
違
が
あ

る
場
合
も
あ
つ
た
。
こ
の
場
合
に
は
筆
者
の
到
断
で
、
適
當
に
選
繹
し
て
、
総
括
し
た
。

　
e
　
位
置
、
面
積
、
氣
象
、
地
勢

　
㈲
位
置
　
長
野
市
の
東
北
方
十
数
粁
、
善
光
寺
李
の
東
北
の
端
に
あ
る
。
交
通
の
便
は
、
國
鐵
長
野
騨
よ
り
長
野
電
鐵
（
長
野
、
湯
田
中
又
は
木

島
間
）
に
て
約
四
〇
分
小
布
施
騨
叉
は
都
住
騨
下
車
。

　
⑧
面
積
　
行
政
匿
劃
と
し
て
の
小
布
施
町
は
、
総
面
積
約
二
〇
手
方
粁
、
東
西
、
南
北
と
も
に
約
六
粁
。

　
◎
氣
象
　
過
去
藪
年
間
の
李
均
概
数
で
、
最
高
氣
温
約
三
七
度
、
最
低
氣
温
約
零
下
一
六
度
、
干
均
約
一
三
度
、
降
水
量
約
一
二
〇
〇
ミ
リ
、

初
降
雪
一
一
月
中
旬
、
終
降
雪
三
月
下
旬
、
最
深
積
雪
三
十
激
セ
ソ
チ
乃
至
四
十
数
セ
ソ
チ
。

　
⑨
地
勢
　
東
南
が
高
く
、
西
北
に
低
い
、
場
朕
地
の
上
に
襲
達
し
た
集
落
で
あ
る
。
南
方
須
坂
市
と
の
境
界
を
な
し
、
西
方
で
千
曲
川
と
合
流

し
、
こ
の
場
状
地
を
作
つ
た
と
こ
ろ
の
松
川
の
性
質
が
、
こ
の
扇
欺
地
の
農
業
の
性
格
を
決
定
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の

河
水
は
、
そ
の
水
源
地
方
に
鐵
山
が
存
す
る
た
め
、
非
常
に
鐵
分
が
多
く
、
川
床
の
石
は
全
部
褐
色
を
呈
し
、
魚
類
は
棲
息
し
な
い
。
し
か
し

て
、
こ
の
河
水
が
、
こ
の
地
匿
を
南
北
に
灌
流
す
る
た
め
、
土
壌
は
強
い
酸
性
と
な
り
（
松
川
よ
り
分
岐
し
て
、
町
を
南
北
に
流
れ
る
た
く
さ
ん
の
小
川

も
、
す
べ
て
そ
の
川
床
の
石
は
褐
色
で
あ
る
）
、
從
つ
て
普
通
の
農
作
物
（
稻
、
萎
な
ど
）
を
栽
培
す
る
に
適
さ
ず
、
本
町
の
北
方
低
地
も
そ
の
た
め
、

　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
五
　
　
　
（
六
一
五
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
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三
六
　
　
　
（
六
一
六
）

充
分
に
水
田
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
（
ご
く
最
近
、
ご
の
地
方
の
水
田
へ
千
曲
川
よ
り
揚
水
す
る
と
と
も
に
土
地
改
良
が
行
わ

れ
、
現
在
で
は
豊
穰
な
水
田
と
な
っ
て
い
る
）
。
こ
の
よ
う
に
普
通
作
物
農
業
の
た
め
の
自
然
の
悪
條
件
を
逆
に
利
用
し
て
來
た
の
が
本
町
農
業
の
特

色
な
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
長
業
の
歴
史
と
現
況

　
前
記
の
如
き
、
普
通
作
物
栽
培
に
不
適
當
な
土
壌
を
逆
に
利
用
し
て
、
本
地
匿
の
特
産
を
な
し
て
い
た
も
の
は
、
栗
と
繭
懸
で
あ
つ
た
。
栗
は

徳
川
時
代
す
で
に
特
産
品
と
し
て
名
高
く
な
つ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
次
大
戦
中
及
び
戦
後
の
食
糧
難
の
際
、
殆
ん
ど
伐
倒
さ
れ
、
現
在
で

は
約
四
町
歩
ほ
ど
の
栗
林
を
の
こ
す
の
み
と
な
つ
て
い
る
（
そ
れ
で
も
濁
特
の
栗
羊
糞
及
び
栗
落
雁
は
、
現
在
で
も
名
物
で
あ
る
）
。
養
鷲
の
方
は
、
昭
和

の
初
年
よ
り
繭
綜
慣
格
が
暴
落
し
、
そ
れ
ま
で
の
養
翼
中
心
の
農
業
経
螢
の
一
大
轄
換
が
鯨
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
轄
換
の
方
向

が
、
桑
を
や
め
て
、
そ
の
代
り
に
リ
ン
ゴ
を
植
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は
約
三
〇
〇
町
歩
に
近
い
リ
ン
ゴ
園
が
で
き
、

軍
位
面
積
當
り
、
水
稻
に
比
し
て
、
三
倍
乃
至
五
倍
の
牧
釜
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
こ
の
地
匠
の
主
要
作
物
の
、
作
付
面
積
、
反
當
牧
入
は
、
第
一
表
の
如
く
で
あ
る
。
本
表
に
お
い
て
、
リ
ソ
ゴ
畑
二
八
六
町
歩
と
は
、
成

木
の
み
で
未
成
木
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
未
成
木
も
含
め
れ
ば
、
お
そ
ら
く
リ
ン
ゴ
が
作
付
面
積
で
も
第
一
位
と
な
ろ
う
。
又

同
町
の
農
家
戸
激
が
、
專
業
と
蒙
業
を
合
せ
て
一
、
三
四
四
戸
で
あ
る
の
で
、
一
戸
李
均
リ
ン
ゴ
成
木
二
・
一
反
を
有
す
る
計
算
に
な
る
。
主
食

は
全
町
を
李
均
し
て
自
給
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
（
水
田
反
當
牧
量
卒
均
一
一
石
五
斗
）
。
牛
蓼
は
リ
ン
ゴ
以
外
の
作
物
の
う
ち
で
は
、
牧
釜
の
多
い
も

の
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
、
千
曲
川
澹
岸
の
沖
積
地
に
栽
培
さ
れ
、
リ
ソ
ゴ
と
同
様
、
東
京
、
關
西
に
出
荷
さ
れ
て
い
る
。

　
家
畜
頭
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
役
牛
三
六
二
頭
、
乳
牛
九
九
頭
、
緬
羊
二
〇
三
頭
、
山
羊
二
四
九
頭
、
兎
四
一
六
頭
、
豚
八
七
頭
、
馬
五
頭
、

鶏
三
、
六
七
〇
羽
と
な
つ
て
い
る
。

　
現
在
の
農
家
人
口
総
数
八
、
一
一
六
人
、
農
家
総
戸
激
一
、
三
四
四
戸
（
う
ち
專
業
八
一
六
戸
、
兼
業
五
二
八
戸
）
、
農
家
一
戸
李
均
人
口
六
人
強
、



叉
一
戸
李
均
経
螢
面
積
七
反
六
畝
と
な
つ
て
い
る
。

　
現
在
の
経
螢
面
積
別
農
家
戸
激
は
第
二
表
の
よ
う
で
あ
る
。
本
表
に
よ
る
と
二
町
歩
以
上
三
四
戸
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
殆
ん
ど
が
三
町
歩
以

下
で
あ
つ
て
、
極
端
に
他
と
比
べ
て
大
き
な
経
螢
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
村
の
役
な
ど
を
し
て
い
る
に
は
一
町
五
反
程
度
必
要
だ
そ
う
で
あ
る
。

　
農
事
用
機
械
と
し
て
は
、
農
事
用
電
動
機
一
〇
七
毫
、
石
油
襲
動
機
七
八
蔓
、
動
力
用
噴
霧
機
五
一
二
蔓
、
　
ハ
ソ
ド
ト
ラ
ク
タ
ー
（
ガ
ー
デ
ン

ト
ラ
ク
タ
ー
を
含
む
）
二
一
二
蔓
と
は
、
昭
和
二
九
年
八
月
の
統
計
で
あ
る
が
、
現
在
は
も
つ
と
普
及
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
早
朝
、
あ
ち
ら
の

家
か
ら
も
、
こ
ち
ら
の
家
か
ら
も
ガ
ー
デ
ソ
ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗
つ
て
畑
に
行
く
風
景
が
見
ら
れ
る
し
、
リ
ン
ゴ
の
滑
毒
（
年
に
＋
敷
同
に
及
ぶ
）
を

手
押
の
ポ
ン
プ
で
や
る
人
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

　
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
現
在
當
地
匠
農
業
の
繁
榮
を
も
た
ら
し
て
い
る
主
な
も
の
は
、
リ
ン
ゴ
栽
培
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
地

匿
農
家
の
う
ち
で
、
財
産
が
中
以
上
の
階
暦
の
農
家
は
、
リ
ン
ゴ
畑
を
多
く
所
有
し
、
下
暦
に
な
る
ほ
ど
、
リ
ソ
ゴ
畑
が
減
じ
て
、
水
田
が
多
く

な
る
。
ま
た
最
小
経
螢
面
積
も
、
リ
ン
ゴ
な
ら
反
當
り
水
田
の
三
倍
乃
至
五
倍
の
牧
釜
が
あ
る
か
ら
、
三
反
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
町
五

　
　
　
　
　
　
じ

反
か
ら
二
町
歩
を
経
螢
す
る
農
家
で
、
自
家
用
の
米
も
作
ら
な
い
で
、
リ
ソ
ゴ
を
多
く
作
る
の
も
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
ま
た
リ
ソ
ゴ
を
作
つ
て

第一表
作物 作付面積 反當牧入

町 圓

水稻 300 25，000～
30，000

リソゴ 286 60，000～
100，000

褻類 170 7，000

大豆 150 10，000

馬鈴薯 50 15，000

桑 43 20，000

牛葬 30 28，000

トマト 10 20，000

西瓜 10 20，000

果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方

第二表
脛螢面積別農家敷

　　反　　　　　　　　戸
　　20以上　　　　　34

15～20　　　　　　　　　　109

10～15　　　　　　　　　　273

7～10　　　　　　222

5～7　　　　　　220

3～5　　　　　　207

　　3未満　　　　279

計1，344

い
な
い
農
家
で
は
、
い
わ

ゆ
る
分
家
を
出
す
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、

相
當
は
つ
き
り
と
言
え
る

そ
う
で
あ
る
。

三
七

（
六
一
七
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
六
一
八
）

　
㊧
　
人
口
、
教
育
、
文
化
、
保
健

　
㈲
人
口
　
総
人
口
一
〇
、
四
九
三
人
、
総
世
帯
歎
一
、
八
五
五
、
人
口
密
度
一
準
方
粁
當
五
四
一
人
。
就
業
者
（
一
四
歳
以
上
）
数
の
産
業
別
比

牽
を
み
る
と
、
農
業
が
七
七
・
八
％
で
あ
り
、
行
政
匿
劃
上
は
町
と
い
つ
て
も
、
人
口
の
上
か
ら
み
れ
ば
農
村
で
あ
る
。
人
口
の
自
然
檜
加
牽
は
、

人
口
千
に
付
六
・
五
で
あ
り
、
ま
た
離
婚
は
、
同
じ
く
O
・
六
で
あ
る
（
共
に
昭
和
二
九
年
）
。

　
⑧
教
育
　
中
學
卒
業
生
の
進
學
率
（
昭
和
二
九
年
度
）
を
み
る
と
、
第
三
表
の
よ
う
で
あ
る
。
通
常
過
程
の
高
等
學
校
へ
の
進
學
牽
は
、
四
八
・

一
％
（
男
五
四
・
五
％
、
女
四
子
五
％
）
で
あ
り
、
通
常
の
過
程
と
定
時
制
の
過
程
と
を
合
せ
る
と
、
六
八
・
五
％
（
男
七
八
三
％
、
女
五
九
・
九
％
）
、

と
な
る
。
以
上
の
如
く
進
學
率
は
相
當
に
高
い
よ
う
で
あ
る
が
、
一
般
の
意
識
と
し
て
、
高
等
學
校
へ
進
學
さ
せ
な
い
で
農
業
の
手
つ
だ
い
を
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

表三第

卒　　業　　者
男　　　女　　　計

110人　　127人　　237人

進
　
　
學
　
　
者

高
　
等
　
學
　
校

通
常

普通
　19　　　36　　　55
（17．3％）（28護弩）（23．2％）

職業
　41　　　18　　　59
（37．3％）（14．2％）（24．9弩）

定
時

普通
　1　　　　5　　　　6
（0、99つ（3．9％）（2．596）

職業
　25　　　17　　　42
（22．7％）（13．4％）（17．7％）

計 　86　　　76　　　162
（78．2％）（59．9％）（68．5％）

表四第

匪　分 電燈 新聞 ラジオ陶話幽車 霞籔

個　駁 12，496 2，327
L63712・8h3・8

64，925

一世智
當　　リ

6．6 1．2 α8 α・lL2 3．4

せ
て
い
る
子
供
に
封
し
て
は
、
や
が
て
、
財
産
を
分
け
て
、
㌧

わ
ゆ
る
分
家
を
出
す
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
ら
し
い
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
高
等
學
校
以
上
の
教
育
費
は
、
一

慮
分
家
の
た
め
の
財
産
分
與
に
代
る
も
の
の
よ
う
に
、
考
え
ら

れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
◎
　
文
化
、
保
健
　
文
化
施
設
と
し
て
は
、
公
民
館
（
本
館

一
、
分
館
一
三
）
、
圖
書
館
（
圖
書
冊
敷
八
、
一
〇
〇
冊
、
埣
敷
三
六

坪
、
一
日
卒
均
利
用
者
二
一
．
六
人
）
が
あ
り
、
保
健
施
設
と
し
て

は
國
民
健
康
保
瞼
直
螢
診
療
所
（
坪
敷
五
二
．
五
坪
）
の
ほ
か
、

一
般
の
開
業
署
院
五
軒
で
あ
る
（
署
師
合
計
八
人
、
署
師
一
人
當
り

人
口
一
、
三
五
二
人
）
。



　
町
民
の
い
わ
ゆ
る
文
化
生
活
に
關
す
る
統
計
は
、
第
四
表
の
如
く
で
あ
る
．
ま
た
購
護
さ
れ
て
い
る
日
刊
新
聞
の
種
別
は
、
信
濃
毎
日
一
、
二

二
四
部
、
産
経
三
〇
〇
部
、
朝
日
一
九
一
部
、
藷
費
一
六
二
部
、
毎
日
一
五
八
部
、
日
経
二
四
部
、
中
學
生
二
八
部
、
ス
ポ
！
ツ
日
本
一
五
部
、

小
學
生
八
部
、
家
庭
朝
日
五
部
、
そ
の
他
一
二
二
部
と
な
つ
て
い
る
。
從
つ
て
、
普
通
の
日
刊
紙
だ
け
で
計
算
し
て
も
一
世
帯
一
部
を
わ
ず
か
に

上
廻
る
、
こ
と
に
な
つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
町
民
一
般
の
政
治
意
識
に
つ
い
て
、
具
髄
的
な
間
題
に
つ
い
て
は
調
査
し
に
く
か
つ
た
の
で
、
不
明
で
あ
る
が
、
昭
和
三
〇
年
二
月
の
衆
議
院

議
員
選
墾
の
投
票
率
は
、
八
八
．
八
％
、
と
な
つ
て
い
る
。

　
四
　
部
落
の
協
同
生
活

　
部
落
の
協
同
生
活
に
お
い
て
み
る
べ
き
も
の
に
、
「
匿
」
の
存
在
が
あ
る
。
「
匿
」
は
實
質
的
に
み
た
場
合
、
最
小
の
自
治
組
織
で
あ
つ
て
、
百

二
、
三
十
軒
程
度
で
構
成
さ
れ
、
任
期
二
年
の
嘔
長
が
、
一
軒
一
票
ず
つ
の
選
學
に
よ
つ
て
選
任
さ
れ
る
。
ま
た
「
麗
」
は
、
匠
費
と
い
う
も
の

を
所
得
及
び
固
定
資
産
の
額
に
慮
じ
て
徴
集
し
て
い
る
。
匠
長
は
大
髄
昔
の
荘
屋
に
當
る
よ
う
な
地
位
だ
そ
う
で
、
町
會
議
員
の
地
位
が
、
『
議

員
に
は
車
ひ
き
で
も
な
れ
る
』
と
い
わ
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
匿
長
は
、
資
産
、
人
格
の
あ
る
人
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
そ
う
で
あ

る
。
こ
の
「
嘔
」
は
戦
前
か
ら
あ
つ
た
も
の
で
あ
り
（
職
前
は
匪
長
は
村
會
の
許
可
を
得
て
就
任
し
た
）
、
現
在
で
は
、
行
政
匠
割
と
し
て
の
町
が
、
十

轍
匿
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
奮
都
住
村
は
四
匪
に
分
れ
る
）
。

　
㈹
家
族
生
活

　
㈲
結
婚
　
㈲
嫁
入
り
仕
度
、
い
わ
ゆ
る
上
の
階
暦
の
場
合
三
〇
萬
乃
至
五
〇
萬
、
中
の
階
暦
の
場
合
一
五
萬
乃
至
二
〇
萬
、
下
の
階
暦
は
一
五

萬
以
下
。
大
髄
右
の
よ
う
な
程
度
だ
そ
う
で
あ
る
。
㈲
結
納
金
（
離
婚
の
際
に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
）
の
額
は
、
上
の
階

暦
三
萬
乃
至
五
萬
、
中
の
階
暦
一
萬
乃
至
三
萬
、
下
の
階
暦
一
萬
程
度
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
、
男
の
方
よ
り
「
婿
酒
」
と
総
し
て
現
金
五
千
圓

乃
至
一
萬
圓
を
贈
る
（
こ
れ
は
離
婚
の
際
返
さ
な
い
）
慣
習
で
あ
る
。
⑲
結
婚
式
の
費
用
は
、
披
露
に
招
待
す
る
お
客
一
人
當
り
、
男
子
の
家
で
、

　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
綾
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
六
一
九
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
綴
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
六
二
〇
）

千
圓
乃
至
千
二
百
圓
、
女
子
の
家
で
、
そ
の
約
牛
額
程
度
を
要
す
る
と
の
話
で
あ
る
。
◎
結
婚
後
女
子
の
實
家
の
諸
負
捲
、
①
初
生
見
の
出
産

は
、
妻
の
實
家
で
し
、
第
二
子
以
下
の
出
産
は
、
婚
家
で
す
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
合
理
性
を
も
つ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
特
に
書
師
は
も

と
よ
り
助
産
婦
も
い
な
い
よ
う
な
隣
村
へ
結
婚
し
て
女
子
が
行
つ
た
よ
う
な
場
合
な
ど
、
そ
の
地
方
で
、
夫
の
親
た
ち
に
氣
が
ね
を
し
な
が
ら

（
氣
が
ね
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
封
建
的
だ
と
も
い
え
る
が
）
、
最
初
の
出
産
を
す
る
よ
り
も
、
實
家
に
齢
つ
て
し
た
方
が
、
よ
り

安
全
だ
と
い
う
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
、
結
婚
し
て
大
都
會
に
出
た
と
き
は
、
こ
の
慣
行
に
從
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ω
夫
の
死
亡
、

病
氣
、
妻
の
病
氣
等
で
、
妻
に
封
し
て
、
援
助
を
要
す
る
に
至
つ
た
場
合
、
必
ず
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
妻
の
實
家
で
め
ん
ど
う
を

み
る
事
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
場
合
に
よ
つ
て
は
、
妻
の
み
な
ら
ず
夫
も
、
妻
の
實
家
で
め
ん
ど
う
を
み
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え

ば
、
甲
家
の
男
と
乙
家
の
女
が
結
婚
し
、
新
世
帯
を
も
つ
て
生
活
し
て
い
る
場
合
で
も
、
生
活
困
難
と
な
つ
た
と
き
、
乙
家
で
世
話
を
す
る
こ
と

が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
理
由
は
、
結
局
乙
家
の
方
が
世
話
に
な
り
や
す
い
、
と
の
話
で
あ
る
。
㈱
嫁
入
り
し
た
娘
の
實
家
の
財
産
相
績
、
嫁
入
り

し
た
娘
が
、
そ
れ
以
後
開
始
し
た
實
家
の
相
績
（
多
く
の
場
合
被
相
績
人
は
、
實
父
で
あ
ろ
う
が
）
を
な
し
、
實
際
に
、
遺
産
分
割
を
要
求
し
た
例
が

あ
る
か
否
か
。
筆
者
が
聞
い
た
範
園
で
は
、
無
い
よ
う
で
あ
る
。
理
由
は
、
嫁
入
り
の
時
、
相
當
の
仕
度
を
持
た
せ
て
お
り
、
又
、
婚
家
に
お
い

て
生
活
が
安
定
し
て
い
る
限
り
、
今
更
ら
遺
産
分
割
を
請
求
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
の
だ
、
と
の
話
で
あ
つ
た
。

　
⑧
養
子
縁
組
　
子
供
を
養
子
に
や
る
場
合
（
男
子
が
多
い
）
は
、
特
別
仕
度
を
つ
け
な
い
の
に
反
し
、
成
年
者
を
養
子
に
や
る
と
き
は
（
女
子
が

多
い
）
、
結
婚
と
同
じ
程
度
の
仕
度
を
持
た
せ
る
そ
う
で
あ
る
。
　
一
般
に
夫
婦
養
子
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
女
子
を
先
に
縁
組
さ
せ
、
吹
で
男

子
を
そ
の
婿
に
む
か
え
る
、
こ
と
が
多
い
そ
う
で
あ
る
。

　
⑨
事
實
上
の
隠
居
　
事
實
上
の
隠
居
と
い
う
こ
と
を
農
業
経
螢
管
理
や
、
世
帯
を
代
表
し
て
の
會
合
へ
の
出
席
を
、
あ
と
と
り
に
ま
か
せ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
極
め
て
多
い
。
ま
た
中
に
は
、
そ
の
上
財
産
所
有
名
義
書
換
を
や
る
も
の
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
⑨
遺
言
　
法
律
上
の
遺
言
例
は
、
殆
ん
ど
な
い
と
い
う
話
で
あ
つ
た
。
但
し
、
一
件
だ
け
、
法
定
相
綾
が
開
始
し
て
し
ま
う
と
、
長
男
が
極
め



て
放
蕩
な
た
め
そ
の
妻
や
、
子
供
に
大
攣
不
利
で
あ
る
の
で
、
そ
の
妻
や
子
（
遺
言
者
の
孫
）
に
、
遺
贈
す
る
旨
の
、
公
正
詮
書
に
よ
る
遺
言
の
例

が
あ
る
こ
と
を
、
た
ま
た
ま
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
例
の
よ
う
な
場
合
以
外
は
、
法
律
上
の
遺
言
は
な
い
も
の
と
み
て
よ
か
ろ

う
。
法
律
上
の
正
規
の
方
式
に
よ
ら
な
い
遺
言
も
す
く
な
い
と
の
話
で
あ
る
。

三
　
調
査
の
實
施

　
本
地
匠
に
お
い
て
筆
者
が
な
し
得
た
調
査
は
、
大
別
す
る
と
二
種
類
と
な
る
。
帥
ち
、
一
つ
は
、
民
法
改
正
後
な
る
べ
く
現
在
に
近
い
時
期
に

開
始
し
た
相
績
が
、
現
實
の
問
題
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
な
さ
れ
た
か
（
相
績
の
事
實
）
に
關
す
る
調
査
で
あ
り
（
以
下
第
尉
調
査
と
稽
す
）
、
他

は
、
相
績
を
中
心
と
し
て
家
族
生
活
に
關
す
る
意
見
、
特
に
青
年
暦
（
調
査
同
答
者
の
李
均
年
齢
二
五
歳
）
の
意
見
（
相
績
に
封
す
る
意
見
）
の
調
査
で

あ
る
（
以
下
第
二
調
査
と
稻
す
）
。
實
は
筆
者
は
最
初
第
一
の
調
査
だ
け
を
目
論
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
に
よ
つ
て
、
封
象
と
な
つ
た
人
の
一

人
で
極
め
て
熱
心
に
協
力
下
さ
つ
た
方
が
、
自
襲
的
に
、
第
二
の
調
査
を
提
案
L
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
そ
こ
で
第
二
の
調
査
が
實
施
で
き
た
と
い

う
わ
げ
で
あ
る
。

　
e
　
調
査
實
施
の
基
本
方
針

　
筆
者
が
こ
の
調
査
を
實
施
す
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
勲
に
特
に
注
意
を
梯
つ
た
。
帥
ち
、
働
從
來
こ
の
種
の
調
査
を
行
う
場
合
、
多
敷
の
調

査
員
を
動
員
し
て
や
つ
た
場
合
が
多
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
種
の
や
り
方
で
は
多
く
の
利
瓢
が
あ
る
反
面
、
各
調
査
員
に
よ
つ
て

面
接
の
態
度
や
事
實
の
う
け
と
り
方
に
相
當
の
誤
差
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
の
で
、
こ
の
調
査
で
は
、
第
一
の
相
績
の
事
實
の
調
査
に
お

い
て
、
筆
者
の
ほ
か
は
一
人
が
参
加
し
た
の
み
で
あ
つ
た
（
筆
者
は
ど
の
農
家
を
も
必
ず
訪
問
し
て
い
る
）
。
ま
た
第
二
の
相
績
制
度
に
關
す
る
意
見
の

調
査
で
は
、
筆
者
の
ほ
か
は
、
同
地
匿
の
農
村
青
年
有
志
三
人
が
参
加
し
た
の
み
で
あ
つ
た
。
從
つ
て
、
こ
の
調
査
で
は
、
ど
の
農
家
の
事
實
も

意
見
も
、
ほ
ぼ
同
一
の
條
件
に
お
い
て
、
本
報
告
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
そ
の
反
面
、
調
査
戸
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激
は
、
費
用
や
、
時
期
等
の
原
因
も
手
っ
だ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
當
初
の
豫
定
を
大
分
下
廻
り
、
第
一
の
相
績
の
事
實
に
關
す
る
調
査
は
、
総
計

一
〇
戸
、
第
二
の
相
績
制
度
に
關
す
る
意
見
の
調
査
は
、
総
計
二
六
人
に
す
ぎ
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
⑧
ま
た
當
然
の
事
で
は
あ
る

が
、
調
査
封
象
農
家
の
完
全
に
近
い
協
力
を
絶
封
の
前
提
と
し
た
。
そ
の
た
め
の
具
髄
的
方
法
と
し
て
は
、
の
調
査
時
期
と
し
て
は
、
完
全
な
農

閑
期
を
選
ん
だ
。
第
一
の
相
績
の
事
實
に
關
す
る
調
査
は
、
特
に
筆
者
ら
が
各
農
家
を
個
別
訪
問
し
て
、
一
戸
當
り
か
な
り
の
時
間
を
か
け
て
行

う
必
要
が
あ
る
た
め
、
と
り
わ
け
完
全
な
農
閑
期
に
行
う
の
で
な
け
れ
ば
、
農
家
の
充
分
な
協
ヵ
は
期
待
で
き
ず
、
從
つ
て
調
査
の
結
論
も
、
あ

ま
り
信
頼
の
お
け
な
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
調
査
時
期
と
し
て
は
、
昭
和
三
一
年
一
月
下
旬
か
ら
三
月
上
旬
ま
で
を

選
ん
だ
の
で
あ
る
。
右
の
期
間
中
、
前
後
四
同
そ
れ
ぞ
れ
藪
日
ず
つ
調
査
を
實
施
し
た
。
第
二
の
相
績
制
度
に
關
す
る
意
見
の
調
査
は
、
そ
の
封

象
者
が
青
年
暦
で
あ
り
、
ま
た
質
問
紙
を
示
し
て
解
答
を
求
め
る
方
法
に
よ
つ
た
の
で
、
第
一
の
調
査
に
比
す
れ
ば
、
短
時
間
で
す
む
こ
と
と
、

こ
の
調
査
に
協
力
し
て
く
れ
た
調
査
地
匠
の
青
年
有
志
三
人
の
都
合
に
よ
つ
て
、
昭
和
三
二
年
四
月
に
行
つ
た
の
で
あ
る
。
㈲
こ
の
調
査
の
主
旨

を
封
象
農
家
に
充
分
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
、
本
調
査
に
先
立
つ
豫
備
工
作
を
相
當
に
愼
重
に
行
つ
た
。
幸
に
し
て
町
長
、
有
力
町
會
議
員
、
町

役
場
幹
部
等
諸
氏
の
充
分
の
理
解
が
得
ら
れ
た
の
で
、
個
々
の
封
象
農
家
を
訪
問
し
た
際
い
ず
れ
も
、
充
分
協
力
的
で
あ
つ
た
。
一
般
に
こ
の
調

査
の
主
旨
に
つ
い
て
、
思
わ
ぬ
疑
い
を
持
た
れ
た
り
、
或
い
は
、
あ
ま
り
め
ん
ど
う
だ
と
い
う
感
想
を
持
た
せ
た
り
し
な
い
た
め
に
、
筆
者
は
税

金
關
係
に
つ
い
て
は
、
こ
ち
ら
か
ら
質
間
し
な
い
建
前
と
し
て
い
た
が
、
中
に
は
、
自
襲
的
に
税
金
關
係
の
書
類
を
み
せ
て
く
れ
た
農
家
も
あ
つ

た
ほ
ど
で
あ
る
。

　
⇔
　
調
査
封
象
長
家
の
選
定

　
こ
の
選
定
方
法
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
調
査
で
は
、
第
一
の
調
査
に
お
い
て
は
ま
ず
町
役
場
の
戸
籍

係
に
、
原
則
と
し
て
、
昭
和
二
九
年
及
び
三
〇
年
中
に
相
績
が
開
始
し
た
農
家
で
、
相
績
人
た
る
資
格
の
あ
る
者
が
複
数
な
も
の
を
書
出
し
て
も

ら
い
、
次
に
そ
れ
を
國
民
健
康
保
瞼
直
螢
診
療
所
の
馨
師
で
あ
る
友
人
と
、
協
力
し
て
く
れ
た
町
會
議
員
一
名
と
私
と
で
、
適
當
に
創
除
し
た
り



這
加
し
た
り
し
た
、
第
二
の
調
査
で
は
、
こ
0
調
査
に
、
協
力
し
て
く
れ
た
、
こ
の
地
匠
の
青
年
三
人
に
、
封
象
者
の
選
揮
を
ま
か
ぜ
た
ひ
右
分

よ
う
な
方
法
は
、
當
然
批
到
も
あ
る
と
思
う
が
、
し
か
し
、
今
同
の
経
験
か
ら
み
る
と
選
定
に
關
與
す
る
調
査
地
匿
の
人
が
、
相
當
の
學
識
が
あ

り
、
充
分
調
査
の
目
的
を
理
解
し
て
い
る
限
り
適
當
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
日
　
本
調
査
の
實
施

　
第
一
の
調
査
の
本
調
査
と
し
て
、
各
調
査
鉗
象
農
家
を
訪
問
す
る
以
前
に
、
筆
者
の
書
い
た
こ
の
調
査
の
主
旨
を
読
明
し
た
手
紙
を
、
役
場
を

通
じ
て
配
付
し
て
お
き
、
そ
れ
で
大
艦
豫
告
し
て
お
い
た
日
に
、
調
査
を
行
つ
た
。
相
績
一
件
に
つ
き
農
業
維
螢
後
糧
者
と
、
そ
れ
以
外
の
者

と
、
二
名
訪
問
す
る
建
前
と
し
て
い
た
が
、
結
果
と
し
て
は
、
期
間
と
、
距
離
と
の
關
係
で
、
農
業
後
縫
者
し
か
訪
問
で
き
な
か
つ
た
も
の
が
多

く
残
念
で
あ
つ
た
。
嘉
取
り
の
方
法
と
し
て
は
、
後
に
示
す
、
第
一
の
調
査
の
被
相
績
人
別
の
報
告
に
み
ら
れ
る
よ
5
な
事
項
を
、
適
當
に
質
問

し
、
解
答
を
メ
モ
す
る
方
法
を
と
り
、
特
別
な
質
問
用
紙
は
使
用
し
な
か
つ
た
。

　
第
二
の
調
査
は
、
後
に
示
す
如
き
事
項
を
記
載
し
た
質
問
用
紙
を
示
し
、
解
答
に
從
つ
て
該
當
欄
に
記
入
し
、
叉
ま
と
ま
つ
た
稜
言
は
、
別
紙

に
メ
モ
し
て
行
く
方
法
に
よ
つ
た
の
で
あ
る
。

四
　
相
績
の
形
態
に
封
す
る
調
査
（
第
」
調
査
）
の
各
農
家
別
報
告

　
次
に
第
一
調
査
の
結
果
明
ら
か
と
な
つ
た
、
各
被
相
績
人
別
の
調
査
報
告
を
掲
げ
る
．
こ
の
中
で
⑱
と
あ
る
の
は
、
農
業
経
螢
の
後
縫
者
、
帥

ち
、
い
わ
ゆ
る
あ
と
と
り
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
年
齢
は
被
相
績
人
死
亡
時
の
年
齢
で
あ
り
、
〔
小
布
施
1
〕
…
…
〔
小
布
施
1
0
〕
と
い
う
の
は
、

整
理
の
都
合
上
の
番
號
で
あ
る
。

〔
小
布
施
1
〕
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被
相
績
人

昭
2
9
・
7
死
亡

72

歳

妻
　
　
5
6
歳

ー
長
男

ー
長
女

－
次
女

ー
次
男

1
三
女

1
三
男

－
四
男

－
四
女

－
五
男

（
死
亡
）

（
死
亡
）

25　　28　　32　　35　　37　　39　　42

歳歳歳歳歳歳歳
昭
11
結
婚
、
隣
市
左
佳

⑱
　
子
三
人

昭
1
7
結
婚
、
調
査
町
在
住

昭
2
4
結
婚
、
隣
市
在
佳

昭
2
5
結
婚
、
隣
村
在
佳

昭
2
9
結
婚
、
隣
市
在
佳

昭
1
0
養
子
、
未
婚
、
隣
市
在
住

そ
れ
ぞ
れ
別
々
に

四
四

（
六
二
四
）

　
　
　
面
接
者
、
⑱
及
び
三
女
、

　
e
家
の
財
産

　
リ
ン
ゴ
畑
八
反
、
水
田
六
反
、
普
通
畑
（
未
成
リ
ン
ゴ
畑
を
含
め
）
七
反
、
合
計
二
町
一
反
の
田
畑
を
有
す
る
が
、
そ
の
う
ち
リ
ソ
ゴ
畑
は
全
部
⑱
の
所
有
名
義
、

家
屋
と
水
田
と
普
通
畑
の
一
部
は
、
被
相
績
人
の
妻
の
名
義
と
な
つ
て
お
り
、
ま
た
水
田
と
住
宅
と
宅
地
は
被
相
績
人
の
先
代
の
名
義
と
な
つ
て
い
た
と
い
う
。
結

局
普
通
畑
の
約
六
割
程
度
の
部
分
の
み
が
被
相
綾
人
名
義
の
財
産
で
あ
つ
た
。
以
上
の
如
く
⑱
名
義
の
財
産
が
多
い
原
因
は
、
職
前
か
ら
農
地
を
交
換
分
合
し
、
リ

ン
ゴ
畑
を
一
ヵ
所
に
集
中
し
て
き
た
が
ー
リ
ン
ゴ
畑
は
螢
力
、
施
設
の
關
係
で
特
に
、
そ
れ
が
分
散
し
て
あ
る
こ
と
は
工
合
が
悪
い
よ
う
で
あ
る
ー
そ
の
際
⑱

名
義
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　
⇔
　
相
績
開
始
前
の
事
情

　
三
男
及
び
四
男
は
、
い
ず
れ
も
奮
制
中
學
卒
業
で
相
懸
の
仕
度
を
も
つ
て
婿
養
子
に
行
つ
て
い
る
。
五
男
は
五
歳
で
養
子
に
行
つ
た
が
、
そ
の
際
、
特
別
な
仕
度

は
も
た
な
い
。
信
州
大
學
卒
業
で
某
一
流
會
肚
勤
務
。
三
女
の
言
に
よ
れ
ば
、
三
女
以
外
は
全
部
奮
制
中
學
卒
業
と
の
こ
と
。

　
㊧
相
績
の
實
情



　
⑱
と
妻
と
五
男
で
共
同
相
綾
し
、
他
は
す
べ
て
法
律
上
の
放
棄
を
し
た
α
五
男
が
放
棄
を
し
な
か
っ
た
の
は
、
彼
は
子
供
の
と
き
養
子
に
行
つ
た
が
、
そ
の
際
何

も
仕
度
を
し
て
も
ら
わ
な
か
つ
た
i
ー
前
述
の
如
く
未
成
年
者
を
養
子
に
や
る
と
き
は
、
特
に
仕
度
を
つ
け
な
い
の
が
、
こ
の
地
方
で
は
普
通
の
よ
う
で
あ
る
ー

こ
と
と
、
ま
た
養
子
縁
組
後
、
養
家
に
實
子
が
出
生
し
（
お
そ
ら
く
、
そ
の
た
め
に
養
父
の
財
産
の
大
部
分
は
、
こ
の
實
子
が
取
得
す
る
豫
定
な
の
で
あ
ろ
う
）
、
更

に
、
養
家
が
東
京
で
戦
災
に
あ
つ
て
い
る
等
の
た
め
、
結
婚
の
際
に
、
實
家
の
側
で
め
ん
ど
う
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
財
産
と
し
て
、
彼
の
取
分
を
の

こ
し
た
と
い
つ
て
い
る
。
但
し
、
具
瞠
的
に
特
別
の
不
動
産
の
名
義
を
う
つ
す
こ
と
は
せ
ず
、
計
算
上
、
彼
の
取
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
し
て
あ
る
だ

け
で
あ
る
。
三
男
と
四
男
は
、
婿
養
子
に
行
く
と
き
、
女
子
の
嫁
入
り
と
同
じ
よ
う
に
仕
度
を
し
て
や
つ
た
し
（
⑱
の
言
）
、
ま
た
養
家
の
財
産
を
相
績
す
る
の
だ

か
ら
（
三
女
の
言
）
、
放
棄
し
、
次
女
、
三
女
、
四
女
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
婚
家
で
不
足
な
く
く
ら
し
て
い
る
（
三
女
の
言
）
、
の
で
特
別
に
財
窪
の
必
要
を
感
ぜ
ず
、

放
棄
し
た
と
い
う
。
但
し
、
三
女
は
、
「
他
の
き
よ
う
だ
い
は
全
部
中
學
（
奮
制
）
を
卒
業
し
て
い
る
の
に
、
自
分
だ
け
は
そ
う
で
な
い
の
で
、
多
少
不
公
李
は
感

じ
る
」
が
、
現
在
の
生
活
に
不
自
由
は
な
い
し
、
ま
た
母
の
め
ん
ど
う
を
み
る
⑱
の
た
め
に
や
は
り
放
棄
し
た
と
い
う
。
⑱
と
し
て
は
、
き
よ
う
だ
い
の
う
ち
の
誰

で
も
困
つ
て
い
れ
ば
、
そ
の
者
が
相
綾
し
た
か
ど
う
か
に
拘
ら
ず
、
當
然
め
ん
ど
う
を
み
る
と
い
つ
て
い
る
。

　
ま
た
結
婚
、
養
子
縁
組
な
ど
の
際
の
仕
度
に
つ
い
て
は
、
職
前
、
職
後
を
通
じ
て
、
そ
の
家
の
地
位
か
ら
み
て
、
不
當
に
す
く
な
い
の
は
ま
ず
無
く
、
む
し
ろ
最

近
で
は
多
く
持
た
せ
て
い
る
。
よ
く
一
同
結
婚
す
れ
ば
三
年
分
1
の
た
く
わ
え
が
必
要
と
い
う
意
昧
か
ー
と
い
い
、
こ
の
う
ち
の
場
合
で
も
、
も
し
全
部
の
き

よ
う
だ
い
で
相
績
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
有
す
る
で
あ
ろ
う
相
綾
分
程
度
の
も
の
は
、
養
子
縁
組
や
嫁
入
り
の
と
き
に
持
た
せ
て
い
る
と
い
つ
て
い
た
（
以
上
は
⑱
の

言
）
、
ま
た
三
女
の
話
に
よ
れ
ば
、
結
婚
ま
で
の
二
、
三
年
間
に
そ
ろ
え
る
仕
度
は
籔
十
萬
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

　
㈲
相
綾
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
妻
の
相
績
権
に
つ
い
て
は
、
⑱
、
三
女
と
も
に
肯
定
し
て
い
る
。
即
ち
、
⑱
で
も
、
建
前
と
し
て
は
よ
い
こ
と
だ
、
と
い
い
、
三
女
は
、
家
庭
圓
漏
で
な
い
と
き

な
ど
、
特
に
妻
の
取
分
は
必
要
で
あ
る
、
長
男
の
嫁
と
お
り
合
い
の
悪
い
時
な
ど
妻
（
母
）
が
、
，
所
有
権
だ
け
で
も
留
保
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
つ
て
い
た
。

　
相
績
税
に
つ
い
て
は
、
脛
管
の
推
當
者
が
攣
る
だ
け
な
の
に
、
税
金
を
と
ら
れ
る
と
は
、
お
か
し
な
こ
と
の
よ
う
に
思
う
（
⑱
の
言
）
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

〔
小
布
施
2
〕

　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方

四
五

（
六
二
五
）



果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
綾
の
實
態
と
考
え
方

　
　
36
歳
　
　
⑱
　
子
四
人

　
　
（
死
亡
）

　
　
3
0
歳
　
昭
2
6
結
婚
、
隣
村
在
住

　
　
2
8
歳
　
　
　
　
　
　
同
居

（
被
相
績
人
の
妻
が
同
席
）

四
六

（
山
ハ
一
一
山
ハ
）

　
　
　
面
接
者
、
⑱

　
e
家
の
財
産

　
リ
ン
ゴ
畑
（
成
木
）
三
反
、
リ
ン
ゴ
畑
（
未
成
木
）
O
・
七
反
、
水
田
五
反
、
桑
畑
一
・
五
反
、
雄
木
林
四
反
。
住
宅
及
び
宅
地
を
有
す
る
が
、
被
相
績
人
は
婿

に
入
つ
た
者
な
の
で
、
彼
名
義
の
財
産
は
す
く
な
く
、
從
つ
て
今
同
も
相
績
税
は
課
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
㊨
　
相
績
開
始
前
の
事
情

　
被
相
綾
人
は
、
農
業
委
員
を
一
期
し
た
。

　
次
男
は
満
洲
開
拓
團
に
入
團
し
た
が
、
昭
和
一
二
年
七
月
、
満
洲
で
死
亡
し
た
。
三
男
は
、
隣
村
の
某
製
造
所
に
勤
務
し
て
い
る
。
長
女
の
嫁
入
り
に
つ
い
て
は
、

載
事
中
よ
り
被
相
績
人
が
、
そ
の
仕
度
を
心
配
じ
、
物
の
無
い
時
代
で
あ
つ
た
が
、
苦
螢
し
て
集
め
、
ま
た
三
男
の
給
料
も
、
こ
の
仕
度
金
に
入
れ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
、
親
、
兄
弟
が
長
女
の
仕
度
に
つ
い
て
熱
心
で
あ
つ
た
の
は
、
職
時
中
、
長
男
が
軍
隊
に
入
り
、
次
男
が
渡
浦
し
た
後
を
、
彼
女
が
引
受
け
て
農
業
を
や
つ

て
い
た
こ
と
が
犬
き
な
原
因
で
あ
る
。
從
つ
て
長
女
の
仕
度
を
許
償
す
れ
ば
、
大
瞭
民
法
の
相
績
分
相
當
乃
至
は
そ
れ
に
わ
ず
か
足
り
な
い
程
度
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

な
お
、
子
の
學
歴
は
全
員
高
等
小
學
校
卒
業
。

　
⇔
相
績
の
實
情

形
式
上
は
、
相
績
人
全
員
で
共
同
相
績
を
し
て
い
る
が
、
實
質
上
は
⑱
の
箪
濁
相
績
の
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
し
、
ま
た
三
男
も
共
同
相
績
し
て
い
る
と
も
み
ら
れ

る
。
と
い
う
の
は
、
⑭
は
、
現
に
す
べ
て
の
家
の
財
産
を
利
用
し
て
い
る
が
、
三
男
が
結
婚
す
る
際
に
は
⑱
は
式
の
費
用
を
出
す
の
は
勿
論
、
宅
地
と
住
宅
も
心
配

す
る
と
い
5
こ
と
に
な
つ
て
お
り
、
ま
た
現
在
彼
が
某
製
造
所
へ
勤
務
し
て
得
る
給
料
は
1
前
述
の
如
く
長
女
の
結
婚
後
は
！
家
に
入
れ
て
い
な
い
、
か
ら
で

あ
る
。
三
男
の
結
婚
に
擦
し
て
の
⑱
の
支
出
を
、
そ
の
時
相
績
財
産
の
分
割
を
す
る
の
だ
、
と
考
え
れ
縦
ー
そ
の
特
以
前
に
、
主
男
轄
、
農
業
資
産
で
あ
る
相
績



財
奮
の
分
割
を
受
げ
て
も
利
用
の
道
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
t
、
三
男
も
實
質
上
の
共
同
相
績
人
と
い
え
よ
う
。
な
お
長
女
が
、
實
質
上
の
共
同
相
績
人
で
な
い

こ
と
は
、
彼
女
の
嫁
入
り
仕
度
の
、
前
述
の
如
き
事
情
か
ら
推
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
一
懸
、
後
述
す
る
如
き
⑱
の
意
識
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
三
男
を
實

質
上
の
共
同
相
績
人
に
入
れ
、
ま
た
長
女
を
そ
れ
か
ら
の
ぞ
い
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
㊨
相
績
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
均
分
相
績
に
關
し
て
は
、
結
婚
な
り
、
分
家
な
り
の
そ
の
時
に
、
そ
の
時
節
と
し
て
相
當
な
資
産
を
も
ら
つ
て
行
っ
た
以
上
、
そ
の
上
に
親
が
死
ん
だ
と
き
更

に
、
す
べ
て
の
き
よ
う
だ
い
季
等
の
分
け
前
を
主
張
さ
れ
る
の
で
は
、
長
男
は
た
ま
ら
な
い
、
と
い
う
。
こ
れ
は
、
我
が
民
法
九
〇
三
條
、
特
別
受
釜
者
に
封
す
る

相
績
分
の
規
定
の
趣
旨
が
徹
底
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
意
識
と
し
て
は
、
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
邸
ち
、
こ
の
意
識
を
別
な
形
で
表
現
す
れ

ぽ
、
次
・
三
男
や
姉
妹
に
、
分
家
や
嫁
入
り
の
と
き
、
な
に
も
や
ら
な
い
以
上
、
親
が
死
ん
だ
時
は
李
等
に
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
或
い
は
、
親
が
死
ん
だ
と

き
轡
だ
け
が
相
績
し
た
い
の
な
ら
、
分
家
や
嫁
入
り
の
と
き
分
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
の
⑱
自
身
こ
れ
を
實
行
し

て
い
る
よ
5
で
あ
る
。
ま
た
配
偶
者
相
績
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
趣
旨
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
配
偶
者
の
相
績
財
産
の
再
相
綾
の
場
合
に
は
、
長
男
（
つ

ま
り
そ
の
め
ん
ど
う
を
み
た
者
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
）
の
優
先
灌
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
。

〔
小
布
施
3
〕

被
相
績
人

昭
2
7
・
1
2
死
亡

　
　
　
6
9
歳

妻
　
　
6
8
歳

ー
長
女

！
次
女

－
長
男

－
三
女

i
四
女

⑱

44

歳
　
隣
村
在
住

・
死
亡
・
⊥
鑛
羅

34

歳
　
⑱
　
子
二
人

29

歳
　
隣
村
在
佳

24

歳
　
隣
村
在
住

面
接
者
、

果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方

隣
村
在
佳

隣
村
在
住

四
七

（
六
二
七
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
　
（
六
二
八
）

　
　
　
　
こ
の
家
は
、
　
〔
小
布
施
2
〕
の
家
の
本
家
で
あ
る
。
印
ち
こ
の
被
相
績
人
の
實
妹
が
〔
小
布
施
2
〕
の
家
の
被
相
績
人
の
妻
で
あ
る
。

　
e
　
家
の
財
産

　
リ
ソ
ゴ
畑
（
成
木
）
六
反
、
リ
ソ
ゴ
畑
（
未
成
木
）
四
反
、
桑
一
反
、
山
林
五
町
四
反
、
乳
牛
一
頭
、
緬
羊
一
頭
、
住
宅
（
約
一
六
〇
坪
）
及
び
宅
地
（
約
四
六

〇
坪
）
を
有
す
。
登
記
名
義
は
被
相
績
人
及
び
そ
の
先
代
。

　
⇔
　
相
績
開
始
前
の
事
情

　
被
相
績
人
は
、
職
前
匠
長
を
勤
め
た
。
姉
妹
が
嫁
入
り
の
際
に
、
持
参
し
た
仕
度
を
評
便
す
れ
ば
、
法
定
相
績
分
（
約
四
〇
萬
圓
）
の
四
分
の
三
程
度
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
。
學
歴
は
み
な
奮
制
中
學
卒
業
。

　
㊧
　
相
績
の
實
情

　
妻
、
⑱
、
長
女
、
四
女
の
四
人
の
共
同
相
績
。
こ
の
四
人
で
共
同
相
績
と
し
た
の
は
、
相
綾
税
の
負
捲
を
の
が
れ
る
た
め
で
あ
つ
て
、
特
別
な
意
味
は
な
い
。
從

つ
て
、
實
質
上
は
⑱
の
輩
濁
相
綾
（
乃
至
た
か
だ
か
彼
と
被
相
績
人
の
妻
と
の
共
同
相
績
）
で
あ
る
。
次
女
を
代
襲
相
績
す
る
二
人
の
子
、
と
三
女
は
法
律
上
の
放

棄
を
し
て
い
る
。

　
㈲
相
綾
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
配
偶
者
相
績
権
を
建
前
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
が
、
彼
女
の
財
産
が
、
全
き
よ
う
だ
い
へ
再
相
績
で
分
散
す
る
の
は
困
る
、
と
い
い
、
ま
た
現
實
に
諸
子
均
分
相

績
は
實
行
不
可
能
と
い
5
。
な
お
相
績
税
の
評
債
の
際
（
畑
、
水
田
の
評
債
額
は
、
自
由
寅
買
贋
額
の
一
乃
至
二
割
安
で
あ
つ
た
と
い
う
）
、
滑
毒
用
農
機
具
（
新

品
の
約
孚
分
の
債
額
）
か
ら
、
使
い
の
こ
り
の
農
藥
ま
で
詐
贋
さ
れ
た
、
と
こ
ぼ
し
て
い
た
。
こ
れ
は
或
い
は
彼
だ
け
が
、
何
か
の
事
情
で
特
に
い
じ
め
ら
れ
た
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
家
の
財
産
の
す
べ
て
が
、
農
業
に
不
可
餓
な
も
の
で
あ
つ
て
、
し
か
も
一
つ
と
し
て
隠
匿
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
農
家
に

と
つ
て
は
、
同
一
税
奪
で
も
、
實
質
上
の
負
捲
割
合
が
、
他
の
者
に
比
し
て
過
重
と
な
る
融
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

〔
小
布
厳
4
〕



被
相
績
人

昭
2
9
・
1
2
死
亡

　
　
　
72
歳

妻
　
　
6
2
歳

ー
－
長
男

ー
次
男

ー
三
男

1
長
女

ー
四
男

ー
次
女

i
三
女

31
歳

（
昭
21

（
死
亡
）

36
歳

29
歳

27
歳

％
歳

⑱
子
一
人

・
6
死
亡
）
　
遺
子
一
人
1
2
歳

昭
1
7
結
婚
　
調
査
町
在
住

昭
2
8
結
婚
　
東
京
都
在
佳

昭
2
5
結
婚
　
隣
市
在
佳

昭
3
0
結
婚
　
隣
村
在
住

次
男
の
妻
の
實
家
に
引
取
ら
れ
て
い
る

　
　
　
面
接
者
、
被
相
績
人
の
妻

　
0
　
家
の
財
産

　
リ
ン
ゴ
畑
四
反
、
普
通
畑
六
反
、
水
田
五
反
、
開
拓
地
五
反
、
山
林
、
住
宅
及
び
宅
地
。
但
し
山
林
の
一
部
は
、
被
相
綾
人
の
生
前
よ
り
、
⑱
名
義
。

　
⇔
　
相
績
開
始
前
の
事
情

　
被
相
綾
人
は
職
前
匪
長
を
や
つ
た
。

　
次
男
は
職
時
中
、
土
地
と
山
林
（
三
反
）
を
分
與
さ
れ
分
家
し
た
が
、
そ
の
妻
と
子
一
人
を
の
こ
し
て
、
昭
和
二
一
年
六
月
死
亡
し
た
、
そ
の
子
と
妻
は
、
妻
の

實
家
に
引
取
ら
れ
て
い
る
。
四
男
は
、
東
京
の
大
學
を
卒
業
し
、
某
官
聴
勤
務
、
う
ち
で
は
彼
が
結
婚
の
際
、
東
京
に
住
宅
を
建
て
て
や
る
。
三
女
は
、
相
績
開
始

當
時
未
婚
。

　
㊧
相
績
の
實
情

　
は
じ
め
⑱
以
外
は
放
棄
と
い
う
話
も
出
た
が
、
次
男
の
遺
子
の
教
育
費
の
要
求
額
並
び
に
四
男
の
主
張
と
⑱
の
主
張
と
が
一
致
し
な
い
た
め
、
結
局
次
の
よ
う
な

形
で
共
同
相
績
と
な
つ
た
。
鄙
ち
ω
次
男
の
遺
子
に
封
し
て
、
五
年
間
に
四
〇
萬
圓
の
教
育
費
を
麦
出
す
る
、
但
し
、
次
男
が
分
家
の
と
き
分
輿
さ
れ
た
財
産
を
、

⑱
が
買
戻
し
、
そ
の
買
戻
し
代
金
を
含
め
て
の
四
〇
萬
で
あ
る
。
㈲
四
男
は
、
す
で
に
結
婚
の
際
、
住
宅
を
建
て
て
も
ら
つ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
財
産
の
分

割
を
受
け
な
い
。
㊦
三
女
（
當
時
未
婚
）
が
結
婚
の
際
に
は
、
四
〇
萬
圓
を
支
出
す
る
こ
と
、
但
し
こ
の
四
〇
萬
圓
の
内
鐸
は
、
一
時
に
現
金
で
二
〇
萬
圓
、
及
び

　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
六
二
九
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
　
　
（
六
三
〇
）

籔
年
前
か
ら
の
仕
度
見
積
り
額
二
〇
萬
圓
と
す
る
。
◎
す
で
に
當
時
結
婚
し
て
い
た
長
女
と
次
女
は
、
分
割
を
う
け
な
い
。
爾
被
相
績
人
の
妻
は
佳
宅
及
び
宅
地
の

名
義
上
の
分
割
を
受
け
る
。
内
從
つ
て
農
地
は
全
部
総
が
保
有
し
耕
作
す
る
。
右
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
相
績
の
形
態
は
、
⑭
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ

の
ほ
か
に
三
人
で
共
同
相
績
し
た
こ
と
に
な
る
（
も
し
も
、
次
男
の
分
家
の
際
分
與
さ
れ
た
財
産
の
償
格
が
僅
少
で
あ
り
、
叉
、
長
女
、
次
女
の
嫁
入
り
仕
度
が
三

女
の
そ
れ
に
相
當
す
る
程
度
だ
と
し
た
ら
、
六
入
の
共
同
相
績
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
）
。
こ
れ
は
裕
福
に
し
て
、
か
つ
現
金
牧
入
の
多
い
農
家
で
あ
つ
て
、

は
じ
め
て
出
來
る
事
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
本
件
の
場
合
に
は
、
次
男
の
代
襲
相
綾
人
が
、
是
非
と
も
教
育
費
を
必
要
と
す
る
場
合
で
あ
つ
た
の
と
、
か
つ
四
男
の
新

法
に
封
す
る
智
識
と
が
、
農
家
の
實
情
に
印
し
た
共
同
相
績
を
結
果
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔
小
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施
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被
相
績
人

昭
2
9
・
2
死
亡

60
歳

妻
　
　
5
5
歳

i
長
男

ー
次
男

－
長
女

！
次
女

　
　
面
接
者
、

e
家
の
財
産

リ
ソ
ゴ
畑
三
・

ー
三
女

1
三
男

ー
四
女

ー
五
女

ー
四
男

（
死
亡
）

（
死
亡
）

15　　18　　20　　22　　25　　29　　30

歳歳歳歳歳歳歳
昭
2
2
結
婚
　
隣
市
在
住

昭
2
3
結
婚
　
隣
村
在
佳

昭
2
9
結
婚
　
東
京
都
在
佳

⑱

⑱
と
被
相
績
人
の
妻

同同同
居居居

三
反
、
水
田
四
．
六
反
、
桑
畑
一
・
二
反
、
普
通
畑
若
干
、
宅
地
（
一
反
）
及
び
住
宅
（
約
八
O
坪
）
。
但
し
宅
地
、
住
宅
は
被
相
績
人
の
先
代



名
義
、
他
ば
被
相
績
人
名
義
。

　
憾
　
相
績
開
始
前
の
事
情

　
被
相
綾
人
は
戦
後
選
學
管
理
委
員
を
や
つ
た
。

　
相
績
人
の
學
歴
は
、
す
べ
て
高
校
（
薯
中
學
）
卒
業
ま
た
は
在
學
。

　
㊧
相
績
の
實
情

　
⑱
と
妻
と
四
男
の
共
同
相
績
、
他
の
者
は
法
律
上
の
放
棄
を
し
た
。
遺
産
分
割
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
嫁
入
り
の
際
の
仕
度
等
を
評
贋
す
る
と
、
高
校
ま
で
の
教

育
費
を
算
入
し
な
い
で
も
、
民
法
の
法
定
相
績
分
程
度
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
と
の
話
で
あ
る
。

　
㈲
　
相
績
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
⑱
は
非
常
に
聰
明
な
人
で
、
新
民
法
の
解
説
書
も
讃
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
配
偶
者
相
績
灌
に
つ
い
て
は
、
建
前
と
し
て
肯
定
す
る
の
は
勿
論
、
そ
の
再
相

績
の
場
合
も
、
法
律
上
の
建
前
と
し
て
は
、
諸
子
李
等
で
差
支
え
な
く
、
た
だ
財
産
額
そ
の
他
の
事
情
の
い
か
ん
に
よ
つ
て
は
、
き
よ
う
だ
い
間
の
話
合
で
具
腱
的

に
要
當
な
分
割
を
す
れ
ぽ
よ
い
と
い
う
。
ま
た
民
法
九
〇
三
條
の
特
別
受
釜
分
と
し
て
、
高
校
ま
で
の
學
費
は
算
入
す
べ
き
で
な
い
し
、
更
に
國
家
の
保
障
が
完
備

し
た
上
で
は
、
い
わ
ゆ
る
本
家
の
あ
と
と
り
と
し
て
、
分
家
の
め
ん
ど
う
を
み
る
必
要
な
き
旨
を
述
べ
て
い
る
。

〔
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被
相
績
人

　
昭
3
0
・
9
死
亡

「
蔑

　
妻
　
　
7
2
歳

ー
長
女
　
4
3
歳
　
昭
n
結
婚
、
長
野
市
郊
外
在
佳

e

1
長
男
　
（
幼
少
の
と
き
死
亡
）

1
次
男

⑱

36

歳
　
⑱
　
子
四
人

面
接
者

家
の
財
塵

果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方

五
一

（
山
ハ
一
二
　
酬
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
綬
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
　
　
　
（
六
三
二
）

　
リ
ン
ゴ
畑
（
成
木
）
三
・
二
反
、
リ
ン
ゴ
畑
（
未
成
木
）
一
・
三
反
、
桑
畑
O
・
七
反
、
水
田
五
・
二
反
、
普
通
畑
三
反
、
山
林
二
反
、
計
約
一
町
五
反
、
所
有

名
義
は
被
相
績
人
。

　
⇔
　
相
績
開
始
前
の
事
情

　
被
相
績
人
は
戦
前
、
匪
長
及
び
村
會
議
員
を
や
る
。

　
職
後
は
、
被
相
綾
人
高
齢
の
た
め
、
財
産
管
理
は
⑱
が
や
つ
て
い
た
。

　
㊧
　
相
績
の
實
情

　
形
式
上
は
、
三
人
の
共
同
相
績
、
だ
が
實
質
上
は
⑱
の
輩
濁
相
績
。
長
女
の
嫁
入
り
先
は
、
そ
の
地
方
で
相
當
の
富
裕
な
農
家
ー
所
有
耕
地
二
町
の
う
ち
一
町

五
反
が
リ
ン
ゴ
畑
ー
、
で
あ
り
、
い
ま
さ
ら
財
産
分
割
の
必
要
は
全
然
な
い
と
の
話
。

　
㈲
相
績
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
配
偶
者
相
績
灌
の
必
要
は
九
九
％
ま
で
な
し
、
と
い
う
。
ま
た
嫁
に
行
つ
た
姉
妹
に
も
李
等
の
相
績
灌
が
あ
る
の
は
、
特
に
、
そ
の
夫
が
、
よ
く
の
深
い
よ
う
な

と
き
困
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
配
偶
者
相
績
灌
を
か
く
も
、
は
つ
き
り
と
否
定
す
る
例
は
、
ほ
か
に
な
く
ー
と
く
に
、
比
較
的
若
い
相
績
人
と
し
て
ー
そ
の

黙
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
、
家
族
構
成
の
面
で
は
何
等
興
昧
が
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
（
？
）
に
も
拘
ら
ず
本
件
を
か
か
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
し
か

し
考
え
よ
う
に
よ
つ
て
は
、
元
來
一
人
子
で
あ
つ
た
と
い
う
生
い
立
ち
が
、
か
え
つ
て
、
こ
の
⑱
に
、
右
の
よ
う
な
意
識
を
か
も
し
出
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

う
考
え
れ
ば
、
逆
に
興
昧
の
あ
る
ケ
ー
ス
で
も
あ
ろ
う
。

〔
小
布
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被
相
績
人

　
昭
3
0
・
1
1
死
亡

　
　
一
農

妻
　
農

1！

次長
男男

！
三
男

ー
四
男

i
五
男

46

歳
⑱
　
子
六
人

（
死
亡
）
　
昭
1
2
分
家

41
歳
　
昭
1
6
分
家

38
歳

33
歳
　
昭
2
4
結
婚

子
三
人
　
調
査
町
在
佳

　
　
　
　
調
査
町
在
住

　
　
　
　
調
査
町
在
佳

　
　
　
　
隣
市
在
佳



　
　
　
面
接
者
、
㊥
の
妻
及
び
四
男
、
別
々
に

　
e
　
家
の
財
産

　
リ
ソ
ゴ
畑
（
成
木
）
三
反
、
リ
ソ
ゴ
畑
（
未
成
木
）
三
反
、
水
田
二
・
五
反
、
住
宅
及
び
宅
地
（
一
反
）
を
有
す
。
但
し
被
相
績
人
名
義
の
も
の
は
、
住
宅
、
宅

地
の
ほ
か
は
若
干
の
み
。
相
當
部
分
の
農
地
が
⑱
名
義
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
自
作
農
創
設
の
際
、
⑱
名
義
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

　
⇔
　
相
績
開
始
前
の
事
情

　
被
相
績
人
は
、
約
二
〇
年
も
前
よ
り
病
身
で
あ
つ
た
の
で
、
⑱
が
す
で
に
永
い
間
脛
螢
の
主
任
者
と
な
つ
て
い
た
。

　
次
男
は
、
分
家
の
際
、
リ
ン
ゴ
畑
一
・
八
反
、
水
田
三
反
、
難
穀
畑
一
反
、
の
分
與
を
う
け
た
が
、
昭
和
二
〇
年
そ
の
妻
と
三
子
を
の
こ
L
死
亡
し
た
。
現
在
こ

の
一
家
は
、
分
興
さ
れ
た
財
産
を
耕
作
し
、
ま
た
長
男
が
中
學
を
卒
業
L
、
長
野
地
方
へ
勤
務
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
、
本
家
の
世
話
に
な
つ
て
い
な
い
。

　
三
男
は
、
地
方
銀
行
勤
務
。
二
五
坪
の
住
宅
を
建
て
る
に
つ
い
て
（
佳
宅
の
建
築
賓
金
は
三
男
も
ち
）
本
家
の
地
所
四
二
坪
の
提
供
を
う
け
た
。

　
四
男
は
、
職
時
中
浦
洲
開
拓
義
勇
軍
と
し
て
渡
満
（
當
時
満
洲
で
の
経
螢
規
模
は
八
町
五
反
）
、
職
後
、
ソ
蓮
抑
留
生
活
を
脛
て
、
昭
和
二
三
年
七
月
露
國
し
、

土
地
改
良
匿
へ
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
農
業
も
や
つ
て
、
自
活
し
て
い
る
。
彼
の
農
業
の
規
模
は
、
自
分
名
義
の
開
拓
畑
丁
七
反
、
妻
の
實
家
名
義
の
普
通
畑
○
．

五
反
、
本
家
の
水
田
の
小
作
（
小
作
料
を
彿
つ
て
）
O
・
八
反
を
耕
作
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
現
在
の
住
宅
買
入
れ
の
資
金
は
、
四
男
自
身
で
負
澹
し
て
い

る
。
子
供
は
ご
コ
年
度
中
學
卒
業
を
頭
に
計
三
人
。

　
五
男
は
、
N
電
鐵
會
肚
勤
務
。
結
婚
の
際
に
は
式
の
費
用
の
み
實
家
負
澹
、
現
在
の
住
宅
は
、
自
己
の
資
金
で
購
入
し
た
。

　
學
歴
は
、
全
員
高
等
小
學
校
卒
業
。

　
㊧
　
相
績
の
實
情

　
⑱
の
箪
猫
相
績
で
、
他
は
す
べ
て
法
律
上
の
放
棄
を
し
た
。
被
相
績
人
生
前
の
事
情
か
ら
み
る
と
、
次
男
以
下
そ
れ
ぞ
れ
自
活
は
し
て
い
る
も
の
の
、
樂
な
生
活

状
態
で
は
な
い
の
で
、
或
い
は
遺
産
分
割
を
め
ぐ
る
衝
突
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
無
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
ω
一

〇
年
乃
至
二
Q
年
前
、
す
で
に
實
質
上
は
、
⑱
が
隠
居
相
績
し
て
し
ま
つ
て
い
る
こ
と
、
㈲
最
も
財
産
の
ほ
し
が
り
そ
5
な
の
は
次
男
の
遺
子
で
あ
る
が
、
そ
の
次

男
が
分
家
の
際
は
、
本
家
の
財
壼
額
か
ら
考
え
れ
ば
、
相
懸
な
も
の
を
分
與
し
て
ー
鯉
の
妻
の
言
で
は
、
そ
れ
を
評
贋
す
れ
ば
、
現
在
の
遺
産
の
六
等
分
よ
り
多

　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
六
三
三
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
　
（
六
三
四
）

く
は
な
い
か
と
い
う
ー
い
る
こ
と
、
更
に
そ
の
子
も
働
き
に
出
ら
れ
る
年
齢
と
な
つ
た
こ
と
、
㊦
何
よ
り
も
、
家
の
財
産
の
絶
封
額
が
す
く
な
く
1
今
同
の
調

査
戸
数
十
戸
の
う
ち
で
最
低
で
、
一
般
に
、
同
地
方
で
中
の
下
、
乃
至
下
の
部
類
に
入
る
方
で
あ
る
ー
、
こ
れ
を
今
分
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
⑱
が
生
活
で
き
な
い

こ
と
、
し
か
も
一
方
次
男
以
下
の
側
で
は
、
樂
で
は
な
い
と
し
て
も
、
と
に
か
く
自
活
し
て
行
け
る
こ
と
、
⇔
そ
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
兄
弟
な
か
が
悪
く
な
い
よ
う

に
感
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
等
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
相
績
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
⑱
の
妻
は
、
配
偶
者
相
績
灌
は
建
前
と
し
て
必
要
と
b
い
、
ま
た
満
洲
で
農
業
を
や
り
、
ソ
蓮
抑
留
生
活
の
経
験
者
で
あ
る
四
男
は
、
兄
弟
で
李
等
に
分
け
る
こ

と
は
無
理
だ
し
ー
た
し
か
「
有
害
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か
つ
た
よ
う
に
思
う
が
ー
、
配
偶
者
相
績
権
は
「
無
釜
で
も
有
害
で
も
な
い
」
と
い
い
、
満
洲
や
ソ
蓮

と
は
、
條
件
が
大
攣
ち
が
う
か
ら
、
日
本
で
は
、
日
本
の
よ
う
に
す
る
よ
り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
い
、
と
で
も
考
え
て
・
い
る
よ
う
な
感
じ
を
う
け
た
の
で
あ
る
。

〔
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償
　
　
「
長
男

　
一
　
　
　
「
次
男

被
相
綾
人

　
　
　
　
　
　
ー
長
男

　
昭
2
9
5
死
亡

　
　
　
　
　
－
長
女

　
　
　
　
　
ー
次
女

先
妻

（
死
亡
）

ー
次
男

ー
三
女

－
三
男

　
　
　
面
接
者
、

e
家
の
財
産

17　　20　　22　　25　　26　　28　　3　　　5

歳歳歳歳歳歳歳歳

⑱
及
び
被
相
績
人
の
後
妻
、

別
居
　
調
査
町
在
佳

別
居
　
調
査
町
在
佳

⑱昭
2
5
結
婚
　
隣
市
在
住

昭
2
7
結
婚
　
隣
村
在
佳

　
　
　
　
　
東
京
都
在
佳

　
　
　
　
　
同
居

　
　
　
　
　
同
居

　
　
　
　
別
々
に



　
リ
ソ
ゴ
畑
（
成
木
）
五
反
、
リ
ソ
ゴ
畑
（
未
成
木
）
三
反
、
普
通
畑
一
反
、
水
田
四
・
五
反
、
山
林
八
反
、
そ
の
ほ
か
小
作
さ
せ
て
い
る
水
田
二
・
五
反
、
及
び

住
宅
、
宅
地
。
所
有
名
義
は
被
相
績
人
。

　
⑫
　
相
績
開
始
前
の
事
情

　
被
相
綾
人
は
、
職
雫
直
後
、
村
長
を
や
つ
た
。

　
次
男
は
、
高
校
卒
で
猫
身
で
あ
る
が
東
京
に
て
、
自
活
し
て
い
る
。
三
男
は
普
通
高
校
在
學
中
。

　
㊧
　
相
績
の
實
情

　
⑱
と
後
妻
と
三
男
の
共
同
相
績
で
他
は
、
法
律
上
の
放
棄
を
し
た
。
三
人
の
共
同
相
績
に
し
た
の
は
、
こ
れ
で
丁
度
相
績
税
の
菟
税
黙
す
れ
す
れ
の
相
績
分
と
な

る
か
ら
だ
と
い
5
。
實
質
的
の
分
け
前
は
、
次
の
如
し
。
↑
D
⑱
は
全
農
地
を
管
理
す
る
。
㈲
後
妻
は
、
相
績
開
始
後
、
二
人
の
男
子
を
つ
れ
、
そ
の
中
の
一
子
の
養

母
（
普
通
畑
三
・
五
反
所
有
）
と
と
も
に
、
⑱
と
分
か
れ
て
生
活
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
生
活
手
段
は
、
前
記
、
子
の
養
母
所
有
の
三
・
五
反
の
畑
の
耕
作

（
耕
作
の
勢
働
を
⑱
が
や
り
、
そ
の
牧
盆
は
、
後
妻
に
與
え
る
）
と
、
難
貨
・
駄
菓
子
店
の
脛
管
で
あ
る
が
、
後
妻
世
幣
の
實
質
上
の
取
分
は
、
こ
の
無
償
の
⑱
の

勢
働
の
ほ
か
、
前
記
難
貨
・
駄
菓
子
店
の
開
業
資
金
を
、
⑱
よ
り
分
與
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
⑲
三
男
は
、
普
通
高
校
在
學
中
で
あ
る
が
、
本
人
の
能
力
次
第

で
⑱
が
大
學
ま
で
の
學
費
を
負
捲
す
る
。
⇔
次
男
は
、
法
律
上
放
棄
し
て
い
る
が
、
⑱
と
し
て
は
、
放
棄
さ
せ
た
以
上
、
結
婚
の
際
に
は
、
相
當
の
め
ん
ど
う
を
み

る
、
と
い
5
。

　
㈲
　
相
績
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
耕
作
面
積
に
比
し
て
現
金
牧
入
の
多
い
、
リ
ソ
ゴ
畑
の
必
要
を
彊
調
す
る
。
リ
ソ
ゴ
畑
を
や
つ
て
い
る
た
め
に
、
法
定
相
績
分
程
度
ー
或
い
は
そ
れ
以
上
i

の
も
の
を
、
嫁
入
り
仕
度
と
し
て
も
た
せ
、
或
い
は
教
育
費
に
支
出
し
得
る
、
と
い
い
、
叉
、
弟
た
ち
の
將
來
を
考
え
る
と
、
學
校
卒
業
後
、
農
業
を
手
傳
わ
せ
る

こ
と
を
せ
ず
i
今
勢
働
力
は
ほ
し
い
け
れ
ど
も
ー
、
す
ぐ
に
他
に
就
職
さ
せ
る
、
と
い
う
。

　
調
査
者
の
、
最
初
の
i
家
族
構
成
を
聞
い
た
だ
け
の
I
l
豫
想
で
は
、
或
い
は
、
㊨
測
と
、
後
妻
側
と
の
間
で
、
封
抗
關
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
つ

た
が
、
面
接
後
の
印
象
で
は
、
特
別
そ
う
い
う
感
じ
は
し
な
か
つ
た
。
⑱
の
住
宅
と
、
後
妻
の
住
宅
と
は
、
比
較
的
至
近
踵
離
に
あ
り
、
現
に
は
じ
め
⑱
宅
を
訪
問

し
た
際
に
、
後
妻
と
そ
の
子
が
來
て
お
り
、
ま
た
次
い
で
後
妻
宅
を
訪
問
し
た
際
に
も
、
⑱
に
野
す
る
不
涌
の
よ
う
な
も
の
は
聞
か
れ
な
か
つ
た
。
こ
の
環
境
的
、

　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
六
三
五
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方

物
質
的
原
因
と
し
て
は
、
被
相
績
人
死
亡
後
、
後
妻
が
、
自
分
の
子
を
つ
れ
て
別
居
し
、

か
つ
、
そ
の
際
⑱
が
、

　
　
　
　
　
　
五
山
ハ
　
　
　
　
　
（
魚
ハ
一
ニ
ム
ハ
）

援
助
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
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妻一麟
　　　　　．績

62　　6711人
歳　　歳死
　　　　亡

ー
長
男

－
長
女

－
次
女

ー
次
男

ー
三
男

－
三
女

⑱

33

歳
　
⑱

34

歳
　
昭
2
3
結
婚

30
歳
　
昭
2
4
結
婚

（
死
亡
）

25
歳

22
歳

東
京
都
在
佳

隣
市
在
佳

｝
妻
－
三
人
　
市
窪

　
　
　
面
接
者
、

e
家
の
財
産

　
リ
ン
ゴ
畑
五
・
二
反
、
水
田
六
反
、
桑
畑
二
・
三
反
、
普
通
畑
二
・
五
反
、
住
宅
及
び
宅
地
。

⇔
　
相
績
開
始
前
の
事
情

長
女
、
次
女
は
、
大
腔
相
績
分
程
度
の
財
産
を
も
ら
つ
て
嫁
入
り
し
て
い
る
。

　
三
男
は
、
職
時
中
、
奮
制
中
學
卒
業
。

共
同
相
績
人
間
に
特
別
な
不
和
な
し
。

㊧
　
相
績
の
實
情

⑱
が
存
在
す
る
が
、
現
物
で
遣
産
分
割
し
て
い
る
。
妻
と
、
三
男
と
、
三
女
が
蓮
合
し
て
、
現
物
分
割
を
要
求
し
、

こ
れ
ら
三
人
に
封
し
分
割
し
、
現
在
の
⑱
の
輕
管
規
模
が
、
家
の
如
く
な
つ
た
と
い
う
、
ま
れ
な
例
で
あ
る
。
即
ち
、

継
が
そ
れ
に
懸
じ
て
全
農
地
の
約
2
万
を

リ
ン
ゴ
畑
一
反
、
は
す
田
一
反
、
水
田
二
・



二
反
、
普
通
畑
一
・
八
反
、
乳
牛
一
頭
、
住
宅
及
び
宅
地
が
、
⑱
の
現
在
の
財
産
で
あ
り
、
農
地
の
面
積
か
ら
み
る
と
、
生
前
の
約
⊥
3
に
縮
小
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
長
女
、
次
女
は
、
法
律
上
放
棄
手
綾
を
と
つ
た
か
否
か
、
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
實
に
は
、
放
棄
し
て
い
る
。

　
以
上
の
如
き
、
興
味
あ
る
事
例
な
の
で
、
以
下
に
お
い
て
、
㈲
分
割
の
動
機
、
㈲
分
割
の
結
果
に
つ
き
記
載
す
る
。

　
㈲
分
割
の
動
機
　
ω
三
男
が
、
何
か
商
費
で
も
し
た
か
つ
た
ら
し
く
、
資
本
を
ほ
し
が
つ
た
こ
と
、
㈲
被
相
績
人
の
妻
の
考
が
、
⑱
の
結
婚
後
攣
つ
た
こ
と
、
の

⑱
と
し
て
も
、
ぐ
ず
ぐ
ず
い
わ
れ
な
が
ら
、
奮
來
の
本
家
の
長
男
の
務
め
を
は
た
す
よ
り
も
、
ほ
し
い
と
い
う
も
の
な
ら
、
分
割
し
て
し
ま
つ
て
、
め
い
め
い
完
全

に
自
活
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
い
う
考
に
な
つ
た
こ
と
、
◎
懸
と
し
て
、
前
記
、
合
計
六
反
の
農
地
の
構
成
が
、
前
記
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
農
業
脛
螢
が
成
り
立
つ
と

い
う
自
信
を
も
つ
た
こ
と
、
爾
⑱
と
し
て
、
名
義
だ
け
共
同
相
綾
と
し
て
、
農
地
は
全
部
自
分
が
管
理
し
て
行
く
と
、
後
に
い
ろ
い
ろ
な
め
ん
ど
う
な
關
係
が
生
ず

る
こ
と
を
お
そ
れ
、
む
し
ろ
、
自
分
の
農
業
経
管
が
成
り
立
つ
以
上
、
キ
ッ
パ
リ
と
現
物
で
分
け
る
氣
に
な
つ
た
こ
と
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
分
割
の
原
因
で
あ

り
、
元
來
、
特
に
家
庭
不
和
で
あ
つ
た
と
か
、
三
男
が
、
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
的
な
立
場
か
ら
、
分
割
を
主
張
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
㈲
分
割
の
結
果
、
妻
と
、
三
男
と
三
女
、
た
ち
三
人
で
、
現
物
に
て
約
一
町
の
田
畑
の
分
割
を
う
け
、
そ
れ
を
費
却
し
て
、
換
金
し
た
。
叉
⑱
の
脛
管
規
模
は
、

前
記
の
如
く
六
反
と
な
つ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
六
反
の
農
地
の
構
成
と
、
利
用
方
法
が
極
め
て
よ
い
た
め
、
分
割
以
前
と
く
ら
べ
て
、
牧
入
が
減
じ
て
な

い
（
勿
論
消
費
人
口
が
三
人
減
じ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
）
、
と
い
う
馳
で
あ
る
。
帥
ち
、
六
反
の
中
、
リ
ソ
ゴ
畑
一
反
と
は
す
田
一
反
、
が
あ
る
こ
と
、
及
び
乳

牛
一
頭
を
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
減
牧
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
リ
ソ
ゴ
畑
の
牧
釜
の
多
い
こ
と
は
一
般
的
で
あ
る
が
、
（
但
し
、
⑭
は
、
作
付
品
種

の
面
で
特
に
頭
を
つ
か
つ
て
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
た
）
、
は
す
田
は
、
必
要
螢
力
が
稻
田
に
比
し
、
す
く
な
く
て
す
む
上
ー
勢
力
を
要
す
る
時
期
も
稻
田
と

ず
れ
て
い
る
の
で
更
に
好
都
合
で
あ
る
ー
、
牧
釜
は
稻
田
の
約
二
倍
と
な
り
、
ま
た
乳
牛
は
、
非
常
に
牧
釜
が
良
好
の
旨
を
述
べ
て
い
た
。
以
上
の
如
く
牧
釜
が

減
じ
な
い
の
で
、
所
有
田
畑
が
約
1
一
3
と
な
つ
て
も
、
部
落
に
お
け
る
⑱
の
獲
言
力
は
、
以
前
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
。
要
す
る
に
、
⑱
と
し
て
は
現
物
分
割
し

た
こ
と
に
よ
つ
て
、
特
別
な
不
利
釜
を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
一
方
分
割
を
う
け
た
三
人
の
側
で
は
、
換
債
に
よ
つ
て
得
た
現
金
を
某
匿
名
組
合
に
出
資
し
た
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
同
牧
不
能
と
な
り
、
現
在
の
生
活
は
苦

し
い
よ
う
な
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
調
査
者
は
⑱
に
封
し
、
も
し
、
彼
ら
が
、
ど
う
し
て
も
生
活
で
き
な
く
な
り
、
⑱
に
世
話
に
な
り
た
い
と
言
つ
て
來
た
時
は
ど

う
し
ま
す
か
、
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
⑱
は
、
母
親
に
つ
い
て
は
、
い
や
だ
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
、
叉
、
弟
妹
に
つ
い
て
も
、
完
全
に
つ
つ
ぱ
ね
る
わ
け
に
は
行

　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
六
三
七
）



　
　
　
果
樹
栽
培
農
家
に
お
け
る
相
績
の
實
態
と
考
え
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
六
三
八
）

か
な
い
、
と
答
え
て
い
た
。

　
㈲
　
相
績
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
本
件
の
よ
う
に
、
現
物
分
割
相
績
を
行
わ
し
め
た
原
動
力
は
何
か
と
、
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
改
正
法
律
で
は
な
か
ろ
う
、
現
在
分
割
を
要
求
す
る
よ
う
な
人
は
、
．

法
律
が
攣
ら
な
く
て
も
、
實
際
問
題
と
し
て
、
何
か
分
割
を
う
け
て
い
る
、
た
だ
法
律
は
、
そ
れ
を
促
進
す
る
の
に
カ
が
あ
つ
た
だ
け
だ
ろ
う
、
と
の
答
で
あ
つ
た
。

　
ま
た
農
業
脛
螢
が
成
立
つ
最
小
の
保
有
面
積
さ
え
も
つ
て
い
れ
ば
、
あ
と
は
現
物
で
分
割
し
て
も
、
差
支
え
な
い
の
だ
か
ら
、
地
域
別
に
、
⑭
の
最
小
保
有
面
積

を
限
定
し
ー
こ
の
決
定
は
農
業
委
員
會
が
よ
い
ー
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
現
在
の
分
割
相
績
の
民
法
で
差
支
え
な
い
と
い
う
。
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
う
ち
の

場
合
は
、
弟
に
生
ま
れ
て
來
た
方
が
、
よ
か
つ
た
と
思
う
と
も
ら
し
た
。

　
配
偶
者
相
績
灌
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
實
釜
を
護
揮
す
る
の
は
、
實
子
の
長
男
の
嫁
と
折
合
の
悪
い
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
妻
が
後

妻
で
あ
る
場
合
に
は
、
民
法
改
正
前
か
ら
、
後
妻
本
人
或
は
そ
の
實
家
が
、
『
血
の
め
ぐ
り
が
悪
く
な
い
限
り
』
、
夫
の
財
産
の
一
部
を
、
後
妻
名
義
に
書
き
か
え
て

い
る
か
ら
、
だ
と
い
う
。

〔
小
布
施
1
0
〕

被
相
綾
人

昭
29
・
7
死
亡

　
　
　
π
歳
被
相
績
人

　
　
　
　
　
　
の
養
子

妻
　
（
死
亡
）

61

歳

妻
　
　
6
1
歳

（
錨
纈
人
）

面
接
者
、
⑱
及
び
三
男
、

ー
長
男

i
次
男

ー
長
女

ー
三
男

　
家
女

ー
三
女
’

ー
四
男

ー
五
男

別
々
に

18　　21　　24　　27　　30　　32　　34　　35

歳歳歳歳歳歳歳歳
⑱
　
子
二
人

昭
2
3
結
婚

昭
2
8
分
家

東
京
都
在
佳

隣
市
在
住

調
査
町
在
住

同
居

同
居

次
男
と
同
居

同
居



　
こ
の
事
例
は
、
實
質
的
に
み
る
と
、
一
親
等
と
ば
し
て
相
績
が
行
わ
れ
た
特
殊
な
例
で
あ
る
ひ

　
e
　
家
の
財
産
と
し
て
は
、
リ
ソ
ゴ
畑
五
・
五
反
、
水
田
五
・
五
反
、
桑
畑
一
反
、
普
通
畑
、
そ
の
他
、
計
二
町
三
反
、
住
宅
、
宅
地
。
但
し
こ
の
中
に
は
、
⑱

の
名
義
で
買
入
れ
た
も
の
も
若
干
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
二
七
年
末
よ
り
被
相
績
人
が
寝
た
き
り
と
な
り
、
ま
た
二
八
年
春
よ
り
、
被
相
績
人
の
養
子
（
⑱
の
實

父
）
－
ー
被
相
績
人
と
の
年
齢
の
差
一
六
歳
1
が
牛
身
不
随
と
な
つ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
當
時
、
す
で
に
農
業
脛
管
の
主
任
者
で
あ
つ
た
⑱
が
、
被
相
績
人
名
義

の
財
産
を
評
償
し
て
み
る
と
、
七
、
八
十
萬
圓
と
な
り
、
こ
れ
を
被
相
績
人
の
養
子
（
⑱
の
父
）
が
一
人
で
相
績
す
る
と
、
二
、
三
十
萬
圓
の
相
績
税
が
か
か
る
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
も
、
被
相
績
人
の
養
子
自
身
、
す
で
に
雫
身
不
随
の
身
で
あ
る
の
で
、
間
も
な
く
死
亡
し
、
再
び
相
績
が
開
始
す
れ
ば
、
わ
ず
か
の
間
に
相

績
税
の
負
捲
が
大
攣
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
⑱
は
、
被
相
績
人
名
義
の
財
産
の
大
部
分
を
、
生
前
⑱
名
義
と
な
お
し
、
ま
た
昭
和
二
八
年
五
月
、
三
男
が
結
婚

分
家
す
る
際
、
農
地
七
反
を
分
與
す
る
と
と
も
に
、
本
家
と
ほ
ぽ
同
程
度
の
住
宅
（
約
四
四
坪
、
贈
與
税
の
詳
債
額
約
五
六
萬
五
千
圓
）
を
建
築
し
て
、
分
與
し
た

（
こ
の
分
與
は
民
法
が
改
正
さ
れ
た
か
ら
な
さ
れ
た
わ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
改
正
前
で
も
な
さ
れ
た
ろ
う
、
と
三
男
は
い
う
）
。
そ
の
た
め
、
被
相
績
人
死
亡
時

に
お
け
る
相
績
財
産
の
許
贋
は
、
わ
ず
か
に
一
〇
萬
た
ら
ず
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
を
、
被
相
綾
人
の
養
子
（
⑱
の
父
）
が
相
績
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
特
殊
事
情
の
た
め
、
本
件
は
、
實
質
的
に
は
、
被
相
績
人
か
ら
、
⑱
ら
き
よ
う
だ
い
が
、
相
績
し
た
こ
と
に
な
り
ー
土
地
の
言
葉
で
「
し
ん
し

よ
う
同
し
は
」
、
被
相
績
人
か
ら
⑱
へ
ー
、
從
つ
て
、
こ
こ
で
は
、
⑱
た
ち
き
よ
う
だ
い
が
、
う
ち
の
財
産
に
よ
つ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
利
釜
を
う
け
て
い
る
の

か
、
と
い
う
黙
を
中
心
と
し
て
み
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
特
に
こ
の
家
は
、
財
産
額
も
多
く
、
被
相
績
人
は
、
戦
前
、
匠
長
、
村
會
議
員
を
や
つ
た
家
柄
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
よ
い
家
の
、
後
縫
者
と
し
て
の
⑱
が
、
い
か
に
し
て
、
家
産
を
出
來
る
だ
け
維
持
し
つ
つ
、
一
方
き
よ
う
だ
い
に
も
不
満
の
な
い
よ
う
に
、

ま
た
税
金
攻
勢
か
ら
も
家
産
を
保
護
す
る
よ
う
に
、
努
力
し
た
か
の
あ
と
を
み
る
こ
と
に
、
興
昧
が
あ
る
。

　
⇔
　
⑱
の
き
よ
う
だ
い
の
事
情

　
次
男
は
、
中
學
卒
業
後
、
昭
和
…
二
年
當
時
、
敷
萬
の
現
金
を
も
ら
つ
て
、
東
京
へ
出
た
。
現
在
、
某
公
吐
勤
務
、
濁
力
で
住
宅
、
宅
地
を
所
有
し
、
濁
立
し
て

い
る
。

　
三
男
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
が
、
昭
和
一
八
年
奮
制
農
學
校
卒
業
、
二
八
年
五
月
結
婚
式
を
あ
げ
、
二
八
年
一
二
月
分
家
－
こ
の
敷
ヵ
月
間
本
家
で
め
し
を
食
わ

せ
る
の
が
、
當
地
の
憤
習
と
き
く
ー
、
そ
の
際
前
記
の
通
り
、
住
宅
と
、
七
反
の
農
地
（
四
反
水
田
、
三
反
リ
ン
ゴ
畑
）
の
分
與
を
う
け
た
が
、
そ
の
分
家
態
様
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果
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績
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に
つ
い
て
は
次
の
事
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
部
ち
、
ω
二
八
年
度
の
牧
入
は
、
⑱
が
取
得
す
る
一
方
、
二
九
年
度
の
費
用
は
⑱
の
負
捲
、
㈲
農
機
具
は
、
現
在
で

も
共
用
の
も
の
あ
り
、
㊦
前
記
住
宅
と
農
地
に
封
す
る
贈
興
税
（
約
一
八
萬
圓
）
は
、
⑱
の
負
澹
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
長
女
は
既
婚
、
隣
市
在
佳
。
次
女
、
三
女
は
未
婚
同
居
、
近
々
結
婚
の
豫
定
。
四
男
は
、
東
京
で
次
男
と
同
居
、
勤
務
先
も
次
男
と
同
檬
。
五
男
は
農
業
高
校
卒

業
で
⑱
と
同
居
。

　
㊧
　
⑱
の
家
産
と
、
き
よ
5
だ
い
間
の
財
産
分
け
に
關
す
る
考

　
⑱
は
、
本
家
の
後
縫
者
と
し
て
の
交
際
は
大
攣
だ
と
は
い
い
つ
つ
も
、
や
は
り
家
壼
特
に
農
地
を
、
三
男
に
分
け
た
以
外
に
は
、
ほ
か
の
弟
妹
に
分
與
す
る
意
思

は
な
い
。
し
か
し
家
女
、
三
女
の
結
婚
に
際
し
て
は
、
相
嘗
の
額
の
仕
度
を
つ
け
て
や
る
つ
も
り
だ
、
そ
の
代
り
相
綾
灌
放
棄
の
一
札
を
と
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
五
男
に
封
し
て
も
、
親
が
死
ん
だ
時
財
産
を
分
け
ろ
と
い
つ
て
こ
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
し
て
や
る
と
い
う
。
結
局
、
農
地
は
本
家
の
あ
と
と
り
と
し
て
必
要

な
の
だ
、
そ
の
代
り
（
む
し
ろ
だ
か
ら
こ
そ
）
弟
妹
に
農
地
以
外
の
む
の
を
や
ろ
う
、
と
い
う
考
え
ら
し
い
。
も
つ
と
も
一
〇
萬
や
二
〇
萬
の
現
金
を
や
つ
て
、
後

は
、
本
家
と
し
て
何
の
め
ん
ど
う
も
み
な
い
と
い
，
5
や
り
方
は
よ
く
な
い
の
で
、
弟
妹
は
い
つ
で
も
本
家
に
來
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
や
る
の
が
、
本
家
の
あ
と
と
り

の
義
務
だ
と
い
つ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
要
す
る
に
む
し
ろ
昔
な
が
ら
の
本
家
の
あ
と
と
り
意
識
が
根
本
に
あ
つ
て
、
弟
妹
へ
の
分
與
は
、
本
家
の
財
灌
的
基
礎
を
危

く
し
な
い
た
め
の
豫
防
線
と
し
て
（
弟
妹
が
樺
利
主
張
を
し
て
く
る
と
、
本
家
の
財
産
が
分
け
ら
れ
る
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
分
與
に
よ
つ
て
、
そ
れ
を
豫
防
す
る
）

の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
㈲
相
綾
法
そ
の
他
に
封
す
る
意
見

　
以
上
に
よ
つ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
如
く
、
こ
の
⑱
は
、
相
績
法
の
改
正
そ
の
他
戦
後
の
諸
制
度
に
封
し
相
當
彊
い
否
定
意
見
を
も
つ
て
い
る
。
邸
ち
、
子
供
全
部

で
親
の
め
ん
ど
う
を
み
る
現
在
の
制
度
は
、
よ
く
な
い
、
と
い
う
の
は
、
實
際
問
題
と
し
て
他
家
へ
嫁
に
行
つ
た
者
は
、
そ
の
義
務
を
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
彼
女
ら
は
相
績
灌
だ
け
は
、
長
男
と
李
等
で
あ
る
と
い
う
の
は
非
常
に
お
か
し
い
、
と
い
う
。
そ
の
他
農
地
改
革
、
財
閥
解
騰
、
「
家
」
制

度
の
破
壌
は
、
日
本
弱
艦
化
の
占
領
政
策
に
す
ぎ
な
い
と
論
ず
る
。

　
こ
の
⑱
の
主
張
に
も
、
た
し
か
に
一
面
の
眞
理
は
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
と
も
あ
れ
、
上
暦
の
家
産
の
多
い
家
の
後
縫
者
は
、
中
暦
の
者
よ
り
も
か
え
つ
て
、
新

し
炉
制
度
に
反
掻
し
て
有
く
と
い
う
一
つ
の
事
例
と
い
つ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。


